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第１１回平成１９年９月与謝野町定例会会議録（第１号） 
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       ７番  伊 藤 幸 男      １６番  有 吉   正 

       ８番  浪 江 郁 雄      １７番  服 部 博 和 
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      （なし） 
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      副 町 長    堀口 卓也    教 育 長    垣中  均 

      総 務 課 長    大下  修    教育委員長    白杉 直久 

      企画財政課長    吉田 伸吾    商工観光課長    太田  明 

      岩滝地域振興課長    小林 哲也    農 林 課 長    浪江  学 
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      税 務 課 長    日高 勝典    下水道課長    小西 忠一 

      住民環境課長    藤原 清隆    水 道 課 長    芋田 政志 

      会計管理者    金谷  肇    保 健 課 長    佐賀 義之 

      建 設 課 長    山﨑 信之    福 祉 課 長    岡田 康利 
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５．議事日程 

  日程第 １          会議録署名議員の指名 

  日程第 ２          会期の決定について 

  日程第 ３          諸般の報告 

  日程第 ４  議案第７５号  専決処分の承認を求めることについて 

                 （与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例） 

                                        （提案～表決） 

  日程第 ５  議案第７６号  与謝野町財産区管理会委員の専任について 

                                        （提案～表決） 

  追加日程１  年金問題に対する動議 

  日程第 ６  議案第７７号  与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例の制定について 

                                         （提案説明） 

  日程第 ７  議案第７８号  政治倫理の確立のための与謝野町町長の財産等の公開に関する条例 

                 の一部改正について 

                                         （提案説明） 

  日程第 ８  議案第７９号  与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

                                         （提案説明） 

  日程第 ９  議案第８０号  与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

                                         （提案説明） 

  日程第１０  議案第８１号  与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の一部改正に 

                 ついて 

                                         （提案説明） 

（以下、資料なし） 
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６．議事の経過 

（開会 午前９時３０分） 

議  長（糸井満雄） おはようございます。 

与謝野町第１１回平成１８年９月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

ことしの８月は全国的に暑さがことのほか厳しく、猛暑日の続く毎日でありましたが、９月に

入りまして少しずつではございますけれども、朝夕涼しさが増してまいりました。初秋のたたず

まいを感じる季節になってまいりました。 

本日、ここに第１１回平成１９年９月定例会が招集されました。議員の皆様、理事者並びに執

行機関の皆様には、公私とも大変お忙しい中ご出席いただき、ありがとうございます。 

本定例会は後ほど提案されますが、本日から１０月３日までの２８日間で、提案されます議案

は平成１８年度各会計歳入歳出決算認定を中心とする前２８議案の予定となっておりますが、い

ずれも重要案件だけに真摯な議論を通じ、町民の負託に応えていかなければならないと思ってお

ります。 

特に本定例会は、決算審査という重要な議会でもあります。しかも与謝野町にとっては、実質

的に初めての決算であります。言うまでもなく決算審査は、議会で決定した予算が適正に執行さ

れたかどうかを審査するとともに、その行政効果などを測定し評価する。加えて、その結果を次

年度予算編成や行政執行に生かすものであり、極めて重要な意味があると認識するものでありま

す。 

会期も長丁場となります。まだまだ厳しい残暑も続くと思います。どうか健康には十分ご留意

いただきまして、議員の皆さん方の真摯な議論、活発な議論を展開されますよう期待いたします

とともに、議会運営にも特段のご協力をお願い申し上げます。 

なお、本９月定例会のクールビズを採用しておりますことを申し添えまして、開会に当たって

のあいさつといたします。 

なお、本日、野田川地域振興課長の平野課長は、病気療養しておりますので、かわりまして、

長島課長補佐が出席させてもらうことを申し添えておきたいと思います。 

ただいまの出席議員は１８人であります。 

定足数に達しておりますので、ただいまから第１１回平成１９年９月定例会を開催します。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 

ご報告いたします。 

お手元に配付しておりますように、本定例会に提出されております議案は、議案第７５号、専

決処分の承認を求めることについて、与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例ほか２７件

であります。以上、２８件を上程します。 

次に、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１１６条の規定により、５番 小林庸夫議員、６番 家城 功議員。 

以上、２名にお願いすることにします。 

次に、日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１０月３日までの２８日間としたいと思いますが、ご異議ありま
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せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から１０月３日までの２８日間と決定しました。 

次に、日程第３ 諸般の報告を行います。 

諸般の報告についての質疑は行いませんので、念のため申し上げておきます。 

それでは最初に、平成１９年８月２１日開催の市町村議会広報研修会について、議長において

閉会中の議員派遣を決定しましたので、まず報告をしておきます。 

それでは最初に、一部事務組合議会の報告をしていただきます。 

与謝野町宮津市中学校組合の報告をお願いします。 

上山議員。 

３  番（上山光正） それでは、与謝野町宮津市中学校組合議会の報告をさせていただきます。 

８月３１日４時から、本庁３階の議場におきまして臨時会が開催をされました。 

内容につきましては、公平委員さんの任期が１０月１日、また教育委員の任期が９月３０日で

満了するということで、再任のお願いでございました。 

公平委員さんには現在就任していただいております坂根功三郎氏、また、教育委員さんには岡

田三栄子氏を、全員一致で同意をいたしました。 

以上です。 

議  長（糸井満雄） 次に、常任委員会が行政視察をされておりますので、報告をお願いします。 

まず、総務常任委員会の報告をお願いします。 

浪江副委員長。 

８  番（浪江邦雄） それでは、総務常任委員会の視察報告をいたします。 

視察日は、平成１９年７月５日から６日の２日間。 

視察場所は、和歌山県有田川町役場。 

視察の目的としましては、行政改革大綱と職員適正化計画、そしてコミュニティバス運行につ

いてであります。 

有田川町は紀伊半島の北西部、和歌山県のほぼ中央に位置し、東は紀伊山地、北は長峰山脈、

南は白馬山脈に囲まれていて、高野山を源流とする有田川が町の中央部を西に蛇行しながら、有

田川流域を形成しています。 

平成の大合併が進む中、与謝野町が誕生するちょうど２カ月前の平成１８年１月１日に、吉備

町、金屋町、清水町が合併して、人口約２万９，０００人、面積は与謝野町の３倍以上の

３５１平方メートルで、人口、面積ともに県下で一番大きな町として有田川町が誕生いたしまし

た。 

与謝野町もそうであるように、合併、即、財政基盤の強化を意味するものでなく、今後の行財

政体制の整備、改革がなければ、行財政面で十分な合併効果を得ることができません。 

有田川町では、急速に減少する歳入に対し、歳出の減少は穏やかであり、不足分を補う基金は、

平成２０年度には底を突き、平成２１年度には財政再建団体に陥る可能性があるとされています。

この危機的状況を避けるため、行政改革大綱を制定され、平成１８年度から平成２２年度までの
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５年間を実施期間とされました。 

大綱の推進目標は、以下の４点を設定されています。 

１つ目は、健全な財政運営の推進、２つ目は、シンプルで効率的、発展的な行政運営の推進、

４つ目は、職員の意識改革の推進、この４つの推進目標に、それぞれ推進施策を設定し、その施

策に１５６の実施項目と内容を明記され、そして実施検討、目標年度及び目標増減見込額を設定

されております。 

例えば１つ目に申し上げました健全な財政運営の推進には、歳入の増額の取り組みがあり、実

施項目に有料広告の媒体を考え、広告料等財源の確保を図るとあります。広報紙、ホームページ

への有料広告を平成２０年度に実施するとし、５０万円の財源を見込んでいます。 

また、歳出総額の４０％を占める義務的経費のうち、人件費を抑えるため定員適正化計画を策

定されています。合併協議時の職員採用方針は３０％補充、１０名の退職に対し３名の採用でし

たが、急激な財政悪化などから、今後の状況によってはさらなる削減をしていく必要があるとの

ことです。職員数は合併直前で４４１人、合併時では４０９人、平成１８年４月１日現在の

４０８人を基準とし、平成２３年には１７人減し３９１人とし、２７年には３５７人を目標とさ

れています。 

市町合併による期待される合併効果としての行政組織の合理化、効率化を実現するために、与

謝野町にとっても定員適正化は取り組まなければならない重要な課題であります。 

次に、コミュニティバス運行についてでありますが、有田川町は南北に１３キロ、東西に

３２キロと東西方向に長く、端から端まで車で約２時間かかるそうです。人口の約半分が西側の

旧吉備町に集中しており、人口も微増しています。反対の東側の旧清水町は山間部でもあり、過

疎、高齢化が進み、高齢化率４５％であるとのことです。 

合併前の地域交通の現状は、旧金屋町では、初乗り運賃分のタクシーチケットを、年に１人

２４枚支給されていました。旧清水町は、福祉バスを運行されており、６５歳以上の年齢制限と

医療機関に利用と目的を限定、利用料は１回３００円と設定されていました。運行は９コースで

１０２キロ、年間１，４００人程度の輸送実績がありました。そのような経過から、有田川町で

はいろいろと検討され、コミュニティバスの運行を導入されました。導入の目的としては、町内

の交通空白地をなくしていく。交流、出会いの場の提供、交通弱者の活動支援、商店街の活性化

などであります。 

有田川町コミュニティバスは、平成１８年４月から５コースを試験運行され、西側の２コース

は利用が０人であったため、地元と協議され、現在は運休されています。利用料は１乗車

３００円、小学生までは半額で、全国平均よりやや高いですが、値段が高くても安くても、例え

ば０円でも利用人数に大差はないと分析されています。実績は、旧吉備町、旧金屋町コースで年

間１，０００人、山間部である旧清水町では年間２，５００人と多く利用されています。 

今後の課題としまして、利用率の向上を目指す取り組みとして、時間設定、委託方法など、ま

た、現在特急対応の駅を改築工事中で、今後、町内の観光資源を生かす交通網の整備をして、観

光客への対応、また、利用率の低い路線への維持が上げられておりました。 

与謝野町におきましても、現在、地域交通のあり方や、行政改革等について検討がなされてお

ります。他の委員の方々のレポートが議会事務局にございますので、ぜひご覧いただき、参考に
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していただきますよう申し添えいたしまして、視察報告とさせていただきます。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 次に、産業建設常任委員会の報告をお願いします。 

廣野常任委員長。 

４  番（廣野安樹） それでは、産業建設常任委員会の視察報告をさせていただきます。 

私のところは７月３日、４日と福井県の方に視察に行ってまいりました。 

１日目、まず３日の午前中でございますが、若狭町の若狭鯖街道、熊川塾の視察に行ってまい

りました。ここでは語り部の方に案内をしていただきました。１時間ばかり熊川塾を視察をして

まいりました。ここは重要伝統建造物群と保存地区ということで、選定が平成８年７月９日にさ

れておりまして、選定面積は１０．８平方キロということになっております。 

それぞれ委員さんから、いろいろとこの視察の内容等につきまして、感想を述べさせていただ

きたいというように思っております。 

町並みを守るために電柱を撤去して、道路に色塗りをしたり、水路のところに石垣を積んだり、

そして道路舗装をするなど随分工夫がされておりましたということで、住んでおられる方の収入

は、ほとんどがサラリーマンということで大分空家も目立っておりまして、これから息の長い検

討が必要だなというようなことを上げられておられましたし、ここのところは、やはり私とこの

ちりめん街道と特によく似たような形で取り組んでおられたわけでございますが、来訪者の対応、

観光事業への取り組みなどが不足し、諸問題を抱えていると思うというようなことで、随分難し

いような取り組みになっておるというようなことがされております。 

午後に美浜の三方環境衛生組合に視察に行ってきました。ここでは堆肥肥料の取り組みを実践

しておられました。地域支援環境型社会の実現をテーマに、家畜、牛の糞でございますが、これ

が９４％、生ごみが３％、排水汚泥が３％、それぞれで堆肥を生産されておりました。私とこの

まめっこ米とよく似たような形で取り組んでおられました。総事業費としては、１８億

８，７００万円ということで、国庫補助が９億４，３５０万円と、約半数が国庫補助でされてお

りました。 

この堆肥につきましては、堆肥の肥料の優秀賞を受賞されるなど、広くこうした分野では先進

的な研究をされておるというようなことで、これからまだ効果的には土壌の作物や何かの影響で、

これからどのような効果が出るかということに対しましては、まだ結果が出てないということで

ございました。 

それから、そのところと同じところに、これは文教厚生委員会の所管のことでございますが、

溶融炉方式１基で１日２２トン、２４時間稼働で、処理能力を持った溶融炉方式のごみ処理施設

があったわけでございますが、人口にしては私とことそんなに変わらない２万人前後の町で、約

１８億５，０００万円の事業費で、この施設をつくっておられました。私とこもこういった持続

可能な循環型社会を考えて、これからも研究を進めていく必要があるのではないかというように

思っております。それと質問をいたしておる中で、ＣＯ２の問題が出ておったわけでございます

が、これにつきましてはまだ担当者の方から明確な回答はいただいておりません。 

それから４日の日でございますが、福井市に泊まりまして４日の日の朝、大野市にいきました。 

大野市は福井県の東部に位置をいたしておりまして、面積が８７０平方キロ、森林が約８７％
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ということで、世帯数にしまして１万２，２６９世帯、人口が３万９，０００人の市でございま

して、議員の定数は現在２０人、平成１９年３月に改正をされまして、次回の選挙では１８人と

いうようなことになっております。随分議員の数を減らして頑張っておられるなということを感

じました。 

この大野市につきましては、全国の大野さんという姓を募集をいたしまして、それぞれ大野市

のＰＲをされておったところでございます。この取り組みは、行政の長であります市長が長にな

って、大野さんという姓の方を全国から集めまして、そうした大野さんの交流を深めまして、大

野市の産品ＰＲ、そしてアイデアなどを全国にＰＲしておられるということでございまして、こ

うしたアイデアは、非常にアイデア的には評価できるかということでございますが、町全体のこ

の事業としては、随分大きな課題があるというようなことでございました。 

以上でございます。 

それと各委員さんからアンケートをいただいておりますので、また見ていただけたらというよ

うに思っております。 

議  長（糸井満雄） 次に、広報特別委員会の報告をお願いします。 

家城委員長。 

６  番（家城 功） 広報特別委員会では８月２１日に、先ほど議長からもありましたが、ルビノ京都

堀川におきまして、市町村議会広報研修会というのに参加させていただきまして、その足で広報

特別委員会の視察研修ということで、愛知県の方に向かいまして、次の日、愛知県大口町の議会

広報委員会の方と交流をさせていただきました。 

ルビノ京都で行われました広報研修会でございましたが、深沢徹氏の講演をお聞きしまして、

その後、うちの議会だよりを含めました各市町村の議会だよりについてのクリニックということ

で、うちの議会だよりをいろいろと評価していただきました。 

その中でいろいろと問題があるわけですが、特に見出し等のトピックスとか、そういう分野に

おきまして、やっぱり町民の皆さんが、まずこれが見たいんだというような部分を表に出してい

くことが大事ではないかということを指摘いただきました。 

全体的には、今広報委員を各常任委員会から２名、また副議長に入っていただきまして７名で

取り組んでいるわけですが、全国的には非常にレベルが高い広報紙であるという評価を受けて、

気分よく次の日の大口町に出向いたわけですけども、こちらの大口町におきましては、ここ数年、

全国コンクールで連続入選されとる、非常に広報に力を入れておられる議会でございまして、常

任委員会形式で広報委員会も取り組んでおられます。 

うちの広報紙を読んでいただいた中、非常に先生ほめられて気分よくして行ったんですが、こ

こが悪い、あそこが悪いと非難を非常にようけ受けながら、今後の反省材料ではないかなと思い

ながら帰ってきました。 

そういった中で、また委員会を開きまして、議員の皆さんにもお願いをしますが、議会広報に

当たる用語集を作成する予定をしております。それに沿いまして、また議員の皆さんのご協力に

よって、原稿を提出していただきたいと思います。 

報告は以上なんですが、前回の議会だよりにおきまして、数字が一桁違うというまた間違いを

犯してしまいました。確認はきちっとしないるつもりなんですが、なかなかそういうとこが目に
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つかない傾向がございまして、議会だよりを新しい議会になりまして５回発行させていただいて、

毎回おわびの訂正文を入れさせているような状況で、広報委員全員、非常に申しわけない気持ち

でいっぱいでございます。次回の今回の議会の広報につきましては、間違いが１つもない、町民

の皆さんにいかに理解しやすい広報紙をつくれるかということを心がけまして、一生懸命に取り

組んでいきたいと思いますので、皆様方のご協力をまたよろしくお願いします。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 最後に私から、議長会等に関係します報告をさせていただきます。 

それでは、まず議長会の方の報告をさせていただきます。 

議員の皆さん方には簡単に書きまして、ちょっとお回しをいたしておりますので、参考にして

いただきたいと思いますが、まず第１に、１９年度の第３回の京都府町村議会議長会が７月

３０日、自治会館の会議室で行われました。大変議長会も今は寂しくなりまして、１１町村とい

うことになりまして、ことし加茂、木津、それから山城が合併しましたので、今は１１でござい

ます。大変寂しい議長会でございますけれども。 

協議事項といたしましては、３点ございました。 

１つは府政懇談会の件でございます。これは９月１３日に平安会館で開催することが決定され

ておりますけれども、これの実施方法について協議をいたしました。従来は各町村から要望を出

していただく、あるいはブロック別に要望を出していただく。そういった中で京都府の方から、

それに対する回答をいただいて協議してまいったわけですけれども、町村が非常に少なくなった

関係で、ことしは京都府の抱えております課題、また、今いろいろと問題になっております財政

の問題等につきまして、京都府の方から説明、提案されまして、それに基づいて各議長で質疑を

していくと、こういう方式に変わりました。約２時間ほどの予定でございますけれども、そうい

う実施方法でやろうということで決定をいたしております。 

さらに次に２点目に、平成１８年度の一般会計決算が報告をされておりました。数字は申し上

げませんけれども、収支１５９万４１円の差引残高ということになっておりまして、その内訳を、

１つには５０万円だけ１９年度に繰り越していこうと。そして残りの１０９万４１円は、財政調

整基金に積み立てていこうということにいたしております。さらに財政調整基金積立金の現在高

ですけれども、その１０９万４１円を積み立てますと、また１９年度に取り崩し予定額３０４万

６，０００円を差し引きますと、現在高が予想されるのが１億３８万３，５８０円の残高になる

という報告がありまして、以上を議長会といたしましては承認して、総会に提出し、承認を求め

ることにいたしました。 

以上が、京都府町村議会議長会の内容でございます。 

さらに１９年度の宮津市と与謝郡の議長会が、８月２９日に宮津の総合庁舎第２会議室で開催

をされました。この議長会も今合併を私どもはしましたので、宮津市と与謝野町と伊根町の３市

町ということになっております。これをいかに今後するかなということで、廃止も含めて検討を

昨年度いたしましたけれども、やはり与謝郡１つということで今後ともやはり連携を深め、ある

いは協調し、情報公開をしていこうということで、引き続きこの会議は継続していこうという確

認をいたしております。 

そういう中で、１８年度の事業報告並びに決算がされまして、もう今は各市町からの負担金は
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取っておりませんので、差し引き２０万６，９９５円の決算でございました。これを次年度に繰

り越していこうということで、１９年度もこの与謝郡議長会は継続していこうということで、市

町の負担金はもらわないということの中で、継続していくことを申し合わせております。 

なお、役員を改選をされまして、これは順番制でございまして、ことしは与謝野町が担当せえ

ということで、私が一応会長ということで拝命いたしました。副会長に伊根町の宮下議長、監事

に宮津市の小田議長ということになりました。 

その後、勉強会ということも含めまして、まず府政報告ということで、前川副局長の方から京

都府の主要施策の推進についてということで報告を受けました。さらに相沢土木事務所長の方か

ら、管内の公共事業の状況について説明を受けました。内容は申し上げませんけれども、お二方

の方から府政報告ということで報告を受け、さらに研修会ということで、多賀府会議会の方から

京都府議会及び府政を取り巻く状況等について講義を受けました。 

以上が、与謝郡の議長会の報告とさせていただきます。 

それから３番目に、京都府後期高齢者医療広域連合の議会が７月１日に、京都の国民健康保険

連合会で開催をされました。 

議員は３０人であります。内訳は、京都市が４人、宇治市が２人、あと残る１３の市、あるい

は１１の町が各１名ということで、合計３０人の議員でもって連合会の議会が開催をされました。

このときの議会につきましては、主な議題は、人事案件と専決処分が主な議題でございました。

簡単に申し上げますと、議長には京都市の市会議員でございます西脇尚一さんが、議長に選出さ

れました。副議長は京都府の議長会の方から出してほしいという意向がありまして、京丹波町の

議長であります岡本議長が選出されました。なお、監事につきましては、京都市を除く市から出

してほしいということで、長岡京市の議長であります上田正雄さんが監事に選出をされました。 

提出議案につきましては、まず議員提案で会議規則など３件が上程され、承認をされました。 

なお、専決処分は事務所の位置を定める条例など２７件、また、平成１８年度、１９年度一般

会計予算２件、以上の専決処分が提案されまして、それぞれ承認をいたしております。 

さらに提出条例として、定例会の回数を定める条例など６件が提案されまして、これも承認を

されております。 

さらに人事案件は、副会長など選任案件が４件提出をされました。同意をいたしております。 

さらに定例会につきまして申し上げますと、年間２回行うということで、２月と８月に定例会

は条例で定めるところにより開催をするということになっておりますが、ことしは特例で１回、

１１月に開催するということになっております。 

なお、質疑につきましては、同一議題について２回までと、質問については文書で通告、ある

いは質疑についても文書で通告ということで、質疑も質問も、この議会は通告制を取っておりま

す。これはちょっと特異なとこではないだろうかというふうに思っております。 

さらに申し合わせ事項として、人事案件については原則として質疑、討論は行わない。あるい

は質疑につきましては、会期日の３日前までに通告してください。質疑時間は２０分以内。なお

質問につきましても、開会日の１週間前までに通告ということで一括質問方式、質問時間は

２０分以内、関連質問は認めないという申し合わせをいたしております。 

別紙広域連合の制度の概要につきまして、資料としてお配りをいたしておりますので、またお
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目通しなり、参考にしていただきたいと思います。 

そのほか関連するいろいろな議案等につきましての内容につきましては、いちいち申し上げま

せんけれども、議長室に常備いたしておりますので、またご覧になっていただければ、ありがた

いというふうに思っております。 

以上、はなはだ簡単ではございますけれども、私の方から議長会以下関係する事項につきまし

て、報告とさせていただきます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

次に、町長から発言の申し出がありますので、これを許可します。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議員の皆さんおはようございます。 

暦も９月に入りまして、朝夕は涼しく感じられるきょうこのごろとなりました。 

この夏はこれまでになく暑い日が続き、観測史上まれに見る酷暑となりました。これも地球温

暖化の影響による異常気象のあらわれかというふうに懸念をされるところでございます。 

本日、第１１回平成１９年９月与謝野町議会定例会を招集させていただきましたところ、議員

の皆様方には、公私ともに大変ご多忙にもかかわりませずご参集賜りましたこと、心から厚くお

礼を申し上げます。 

現在、町ではご承知のとおり、今後１０年間のまちづくりの指針となる町の総合計画の策定を、

町民の皆様と行政の協同により、みんなの計画、広がる計画、できる計画を目指して進めている

ところでございます。 

まちづくりの主人公は住民の皆さん方であり、特に、次世代を担う若い高校生との意見交歓会

を持つなど、町政懇談会のご意見とあわせて生の声を、総合計画に生かしていきたいというふう

に考えております。 

また、効率的な行財政システムと、持続可能な今後の行財政運営を確立されるため、鋭意、町

行政改革大綱の策定を進めているところでございまして、ご承知のとおり８月上旬には大綱の中

間案を公表し、住民の皆様のパブリックコメントを今お聞きし、その意見集約を行っているとこ

ろでございます。 

さて、今回の９月定例会に上程いたします議案につきましては、専決処分の承認、人事、条例

の制定及び改正、指定管理者の指定、工事請負契約の締結、町道の変更及び認定、平成１９年度

一般会計及び特別会計補正予算、１８年度一般会計及び特別会計の決算認定等の案件、合計

２８件の議案となります。 

各議案の詳細につきましては、後ほど議案提案の中でご説明を申し上げますので、よろしくお

願い申し上げます。 

その中でも重点事項といたしまして、今回は国、京都府の施策及び制度の改正等を受けまして、

合併前に作成しました新町まちづくり計画、及び私のローカルマニフェストに沿いまして、まち

づくりの施策の推進の一環として、とりわけ少子化対策、地域医療対策、高齢者・障害者福祉対

策を、より一層推し進めていく必要があり、そのための財源を９月補正では盛り込んでおります。 

まず、少子化対策の子育て支援策としまして、国の児童手当支給基準の見直し、及び府の乳幼

児医療助成制度の助成基準の見直しに伴う制度改正による財源確保。 
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地域医療対策としまして、医師確保が困難な地域の改善を行い、住民の健康づくりと地域医療

体制の充実を図るため、府の地域医療確保奨励金制度の創設に伴う町制度の新設、及びその財源

確保。 

高齢者、あるいは障害者福祉対策としまして、高齢者・障害者福祉ネットワークの確立を進め

ることとし、町の地域福祉空間整備、安心どこでもプランに基づく交付金制度の創設。公的介護

施設等の整備としての小規模多機能型在宅介護拠点施設への助成、あるいは障害者グループホー

ムを整備するための野田川保健センターの改修事業等、乳幼児あるいは児童から障害者、高齢者

まで、安心して暮らすことのできる、そうした居住環境の整備に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

また、インフラ整備としまして、ＫＴＲ野田川駅の整備、岩滝地域の平和通り及び岩滝海岸線

街路整備、治山事業の谷止め工の建設、地方路線バス運行助成等の産業基盤の充実や、あるいは

公共施設等の社会資本の充実に力を注ぐこととしております。 

平成１８年度の決算状況につきましては、一般会計及び特別会計の総計の収支差し引きは１億

１５０万６，０００円の黒字となっておりますものの、平成１８年度における財政力指数は

０．３１６、経常収支比率は９３．９％、３カ年平均の実質公債費比率は１６．４となっており、

依然としまして財政基盤のそうした弱い状況にございます。 

９月定例会は決算議会でもあることから、新町初めての１年間の総決算をもご審議していただ

くことになりますが、先ほど申し上げましたように財政状況は厳しく、行財政運営に予断を許さ

ない現状であるというふうに認識をいたしております。 

限られた財源の中で施策事業の費用対効果を見きわめ、創意工夫を行うことにより、最少の経

費で最大の効果を生むことができるかを常に考え、住民福祉の向上を図りつつ、健全な行財政運

営に努めてまいりたいというふうに考えております。 

今議会は約１カ月にわたる会期日程の議会となりますが、議員の皆様の活発なご意見、ご議論

をいただきますとともに、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、第

１１回平成１９年９月与謝野町議会定例会のごあいさつとさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） 次に、日程第４ 議案第７５号 専決処分の承認を求めることについて（与謝野

町子育て支援医療費の支給に関する条例）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第７５号 与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例について、専決処

分を報告し、承認を求めることについて提案理由のご説明を申し上げます。 

本年４月に、京都府の乳幼児医療助成費補助金交付要項の一部改正か行われ、補助金の名称が

「京都子育て支援医療費助成補助金」に改められました。また、９月診療分からは、入院にかか

る対象年齢が小学校卒業までに拡大され、３歳以上小学校就学前の入院外にかかわる一部負担金

の上限額が、月額３，０００円に引き下げられました。 

これらの改正に伴い平成１９年９月１日から、与謝野町乳幼児医療費の支給に関する条例、及

び与謝野町児童生徒医療の支給に関する条例を統合し、与謝野町子育て支援医療費の支給に関す

る条例制定を即日実施する必要があり、専決処分を行いました。 
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このことについては議会の承認を経るべきところ議会を招集する暇がなかったため、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分を行い、同条第３項の規定に基づき議会に報告し、承

認を求めるものでございます。 

新条例は名称を改めますものの、中学校卒業までの現物給付、医療機関等での月額２００円の

窓口負担などは現行制度のとおりとしております。 

条例の詳細につきましては担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） おはようございます。 

町長から条例制定の趣旨説明がございましたので、条例の詳細につきましてご説明申し上げま

す。 

初めに、制定文では、与謝野町乳幼児医療費の支給に関する条例の全部を改正するとしており

ます。 

次に、第１条では、次代を担う子供の健康の保持、増進を図るため、子供の医療費支給するこ

とにより、健やかに子供を生み育てる環境づくりを進めることを目的としております。 

第２条では、医療費の対象となる子供は、出生の日から満１５歳に達する日以降の最初の３月

３１日までの間にある乳幼児及び児童生徒で、中学校卒業までを規定するものでございます。 

第３条以降は、乳幼児医療費の支給に関する条例、及び児童生徒医療費の支給に関する条例に

準じて条文を更正しております。 

まず、第３条では、医療費の支給対象者は、町内に住所を有する子供の保護者とし、生活保護

世帯や福祉医療費など公費負担により医療費の支給を受ける子供は、対象としないことを規定す

るものでございます。 

次に、第４条は、対象者が医療機関に負担すべき額から規則で定める額、月額２００円を控除

した額を支給するものとし、対象者にかわって町が医療機関に支払いを行う現物給付について規

定するものでございます。 

続いて、第５条は、受給者証の交付、並びに医療機関への提示について規定しております。 

第６条は、住所、氏名の変更、転出、死亡などの届け出について規定しております。 

第７条は、審査支払事務の委託について規定しております。 

第８条は、損害賠償を受けたときの賠償額との調整について規定をしております。 

第９条は、不正の手段による医療費の返還について規定をしておるものでございます。 

第１０条は、支給を受ける権利の譲渡、担保の禁止について規定しております。 

また、第１１条では、規則への委任について規定をしております。 

最後に、附則では、施行期日を本年９月１日とし、与謝野町児童生徒医療費の支給に関する条

例は廃止し、８月までの医療費の支給については、従前の例により行うこととしております。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

上山議員。 
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３  番（上山光正） 質問というより確認になろうかと思いますけれども、この対象者ですね、これは

３条の（２）の与謝野町の福祉医療費の支給に関する条例１３３号なわけですが、その第１条は、

重度心身障害者、もしくは母子家庭、そして父子家庭に対して医療費を支給をすることによって、

次代を担う子供の健康保持の増進を図るということになるわけですが、今提案では子育て支援医

療費の支給条件が、福祉医療費の場合は既に認定の申請をされて、そして７条の規定で交付され

ている家庭は、対象にはならないというふうに感じるわけですが、対象者の第３条の２、この生

活保護法の適用を受けて扶助世帯、それから重度心身障害者家庭、それから母子家庭、父子家庭、

これはもちろん今申し上げましたとおり、対象者になるということなんですが、そうするとこの

条例から外れている健常なと言ったらいいのかどうかわからんですが、ご家庭も９月１日から子

育て支援費の恩恵を受ける、こうした家庭はどれぐらいあったのかなという点を、お尋ねしたい

と思います。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

まず、この第３条の対象者で、第２項で生活保護、あるいは福祉医療費、こういったことをう

たっておりますが、これらの公費負担を優先をさせて、そしてその残る子供たちについて子育て

支援医療費の対象にしようというものでございます。 

ただ、先ほども町長の提案説明で申し上げましたように、今回大きく制度が変わるという内容

ではございません。極端に申し上げますと、子育て支援医療費に名称が変更になるという程度の

改正でございます。したがいまして、今回のこの条例を制定することによって、対象者が新たに

ふえるということはございません。 

以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） そうしますと、別にこれ専決処分にしなくても、この９月定例会で上程されても

よかったんじゃないかなと思うんですが、その辺の見解がちょっとわかりませんので、ご説明を

お願いしたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

京都府の乳幼児医療費補助金交付要項が改正になりまして、子育て支援医療費という補助金名

称になりました。そういった関係から、京都府の指導につきましても９月１日から子育て支援医

療費の受給者証を交付しなさいというようなことがございました。したがいまして、９月１日以

降の診療につきましては、この子育て支援医療費の受給者証を持って受診をしていただくという

ことでございます。 

したがいまして、９月１日から新しい受給者証を使用しようと思いますと、９月１日までに専

決処分をさせていただいて、その受給者証を使用していただくということが必要になってまいり

ましたので、専決処分をさせていただいたものでございます。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認めます。 

これにて討論を終結します。 

これより議案第７５号を採決します。 

本案について、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第７５号 専決処分の承認を求めることについて（与謝野町子育て支援医療費の

支給に関する条例）は、承認することに決定しました。 

次に、日程第５ 議案第７６号 与謝野町財産区管理会委員の選任についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第７６号 与謝野町財産区管理会委員の選任について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

各財産区管理会は管理会委員７人で構成され、任期は４年となっております。与謝、滝、金屋、

温江、明石、香河及び大江山財産区につきましては、この委員の任期が平成１９年９月３０日を

もって満了するため、与謝野町財産区管理会条例第３条の規定に基づき、当該地区の区長から推

薦された者について、同条例の規定により議会の同意を求めるものでございます。各氏とも人格

高潔で最適任者としてふさわしく、議会のご同意を賜りたく存じます。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第７６号を採決します。 

本案について、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第７６号 与謝野町財産区管理会委員の選任については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 
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議  長（糸井満雄） ここで暫時休憩したいと思います。 

今、議場の時計が３０分でございますので、４５分まで休憩をいたします。 

（休憩 午前１０時３０分） 

（再開 午前１０時４５分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） 動議を私は行います。 

緊急質問がありますので動議を行います。内容は、年金着服問題であります。 

緊急性がある問題なので、緊急質問として皆さん方の同意を求めます。 

以上です。 

（「異議なし」「賛成」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ただいま赤松議員から、年金問題に対する緊急動議が提出されました。 

内容的には、緊急質問に値する部類ではないかなというふうに思っております。 

新聞でも報道され、テレビでも報道されておる町民の関心事であります。 

この動議は、数名の賛成者がありましたので成立しました。 

したがいまして、赤松議員の年金に対する動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とす

ることについて採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。 

追加日程第１ 年金問題に対する動議を議題とします。 

赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） ただいまは緊急動議、また緊急質問のご同意をいただきましてありがとうござい

ました。 

皆さんもご存じのように、ただいま年金問題が非常に国民の関心の的となっているわけでござ

いますが、その中で、いわんやこの関係市町村の職員が、年金を着服してると大きな問題が起き

ています。４４市区町村で２億円、社保庁職員で１億４，０００万円というふうな多額の着服問

題が、ただいま新聞、テレビで報道されています。 

そういった中で、私たちの住む与謝野町の名前が、テレビにも新聞にも出ました。中には、京

都府岩滝町というふうに発表されたメディアもございますが、多くのメディアは京都府与謝野町

（旧岩滝町）でございます。そういった中で、これは９月４日付の毎日新聞でございますが、市

町村職員による着服は６６年から０１年度の間に起き、北海道、青森、秋田、千葉、長崎の道県

内の市町村で４件ずつあった。また全４９件のうち、今回公表したのが１２件で、報道機関の取

材で明らかになったケースを除くと、積極的に公表したのは２５件、公表したかどうかも不明が

５件あった。 

次ですが、「京都府与謝野町（旧岩滝町）のケースなど２件は、被害金額も判明しなかった」
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ということでございます。大変過去の件でございますので、なかなかこのときの顛末をしっかり

と把握されてる方は少ないかと思いますが、このようにして現与謝野町の町名が上がりました以

上、やはり議会として一定のどのような現状であったのか、現実であったのか、顛末については

知らせていただきたいと思いますので質問をいたします。 

以上です。 

議  長（糸井満雄） 答弁願います。 

岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

今議員さんがご質問の中で述べられましたように、この年金問題が大変な問題になっておりま

して、総務省に設置をされました年金記録問題検証委員会、こちらの方で一定の調査をするとい

うようなことになったようでございます。 

したがいまして、ことしの８月７日に社会保険事務局長の通知文によりまして、これの照会が

あったということです。ただ、８月１４日までにこの回答をせえということで、非常に短い期間

の間に、これを提出をするようにという指示があったわけでございます。 

そういった中で、過去の問題についてなかなか掌握がし切れてないというのが現実でございま

して、そういった中で旧町の課長等に、このような事案が発生してなかったかということを私の

方から照会をさせていただきまして、その中で旧岩滝町において、そのような事案があったとい

うことをお聞きしたものですから、それを社会保険事務局の方へ提出をさせていただいたという

ことでございます。 

詳しい内容については、わかりかねる部分があるわけですが、昭和４３年２月に岩滝町長の方

から京都府の方に報告がされております。その中で昭和４２年当時に、こういった事案が発生し

たというようなことでございまして、詳しい内容につきましては、把握がしきれてないというの

が現状でございます。したがいまして、それらにつきましては現在調査中というようなことで、

社会保険事務局の方には提出をさせていただきましたが、新聞報道では、それが不明ということ

で掲載がされたということでございます。 

したがいまして、詳しい内容については把握しきれておりませんけれども、その事件が発生し

たのは昭和４２年ころということでございます。詳しい内容については、今調査中ということで、

お許しをいただきたいというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 堀口副町長。 

副 町 長（堀口卓也） 私の方から少し補足をしておきたいと思います。 

概略は今、福祉課長がお答えをしたとおりであります。この問題、総務省の検証委員会の方で

取りまとめをされまして、９月３日の月曜日に集計の結果を東京の方で、厚生労働省から検証委

員会へ報告をされると同時に、マスコミの方にも発表があったと。それを受けて４日の新聞、テ

レビ等で報道がなされたというのが経過であります。 

今、福祉課長がお答えをいたしましたように、昭和４０年代の出来事だろうと思うんですが、

旧岩滝町におきまして、そういった事案がありまして、その該当の職員につきましては、昭和

４２年７月３１日付で懲戒処分、免職にいたしております。被害金額等は先ほどお答えしました

ように、短期間での照会でありましたので、そしてなおかつ合併に伴いまして、ちょうど４０年
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ほどの前の不祥事でありますし、短期間で探しておったんですけども、間に合わず金額がわから

ないといをことで報告をしておりますけども、関係書類が出てきましたので、現在、旧岩滝の職

員を中心に詳細を調べております。とりあえず、今お答えできますのは、大体以上でございます。 

議  長（糸井満雄） 赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） それでは４０年ほど前ということでございまして、当時の該当職員は懲戒免職で

処分したということをお聞きしましたが、被害金額が不明であると。これも関係書類等がだんだ

ん出揃っているということでございますので、できるならば今会期中に、その判明した部分をご

報告願いたいというふうにお願いをいたします。いかがでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 間もなく調査ができると思いますので、今会期中には報告させていただきたいと

思いますし、現実そうした数値がはっきりとしましたら、それも社会保険庁の方へきちっと届け

たいというふうに考えております。 

１ ０ 番（赤松孝一） 以上、終わります。 

議  長（糸井満雄） これにて緊急質問は終了とさせていただきます。 

次に、日程第６ 議案第７７号、与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例の制定に

ついてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第７７号 与謝野町地域医療確保奨学金の貸与に関する条例制定について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

この条例は、京都府が京都府北部の医師確保困難地域で勤務する意思がある者に、研修または

就学等に要する資金を貸与し、地域医療従事医師の養成、確保を図るための制度を制定したこと

を受けまして、町でも同様の制度を制定するものでございます。 

ご承知のように、北部地域の医療機関は、先生の高齢化や診療科の専門化に伴い、従事医師は

年々減少する傾向にございます。こういった中で、公的医療機関の医師確保は、地域住民の病気

治療や健康づくりにはなくてはならない存在でございますので、有利な奨学金制度の創設により、

長期的に医師の確保を図るものでございます。 

条例の詳細につきましては担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承認

いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） それでは、地域医療確保奨学金の貸与に関する条例案についての詳細説明をさせ

ていただきます。 

概要につきましては先ほど町長が申し上げましたとおり、京都府北部地域の医師確保困難地域

で、医師として勤務する思いのある方に、研修、就学に要する資金を貸与するものでございます。 

これにつきましては京都府北部地域の福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、

与謝野町にある公的医療機関等で、医師の業務に従事しようとする思いを有する者に対しまして、

奨学金の貸付制度が京都府の制度として制定されたところでございますが、この制度を受けまし

て各市町とも、さらに上積みをしようということになっておりまして、この制度の充実を図るた
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めに、今回、与謝野町でも条例を制定するものでございます。今回の条例につきましては、全

４条からなりまして、条例の施行に必要な事項につきましては、規則で定めるということになっ

ております。 

それでは、各条文について説明をさせていただきます。議案資料により説明をさせていただき

ますので、議案資料の２ページをお開きいただきたいというように思います。 

それでは、まず１条でございますけれども、この条例を制定する趣旨、目的についてでござい

ます。この地域医療の充実に必要な医師の養成、確保を図るため、公的医療機関に従事しようと

する者に対しまして、研修、または就学に必要な資金を奨学金として貸与するものでございます。

与謝野町の公的医療機関に当たりますのは、与謝野町診療所と京都府立与謝の海病院が対象にな

ります。 

第２条につきましては、奨学金を貸与する対象者、貸与する方法についてでございます。 

対象者は、京都府の地域医療確保奨学金の対象者ということにさせていただいております。こ

の資料に記入しておりますように、まず、１号では専門研修を受けている医師、２号では臨床研

修を受けている医師、３号では大学院生、４号には大学の学生でございます。 

１号の専門研修を受けている医師とは、既に医師免許を取得しまして、例えば小児科の医師と

して今後専門的に従事しようという方針がはっきりして、その研修を受けておられて、その専門

的な研修を受けておられる医師のことでございます。 

２号の臨床研修を受けている医師とは、医師法に定められておりまして、平成１６年４月１日

以降に医師免許を取得された方につきましては、医師の診療に従事しようとするお医者さんは、

必ず臨床研修を受けなければいけないというようになりました。この研修期間につきましては原

則２年間でありまして、最初の１年間は、内科、外科及び救急部門の基本研修を勉強するという

ことになっております。次の１年間は、小児科、産婦人科、精神科及び地域保健医療を必須科目

として研修するということでありまして、今まで専門研修だけやっておればお医者さんになれた

わけなんですけれども、広い分野を勉強していただくというのが、この臨床研修でございまして、

この研修を受けておられるお医者さんのことを言います。 

次に大学院生、大学生につきましては、学校教育法に基づく医学部の大学院生、大学生でござ

います。 

以上が対象者でございますけれども、この中で歯科医師の方については対象外ということにな

っております。 

続きまして、貸与の方法でございますけれども、奨学金につきましては予算の範囲内で、無利

息で貸し付けを行うということになってございます。貸付額につきましては、京都府と同額の月

額１５万円でございます。また、産婦人科、小児科、また小児外科に従事している者、または従

事をする意思のある者につきましては５万円の増額ということで、１５万円プラス５万円といを

ことで、２０万円の奨学金になります。ただし、この管内の病院へ将来的に従事をしようという

方につきましては、先ほど申し上げました金額の半額ということで決めさせていただいておりま

す。 

次に、第３条の奨学金の返還免除についてでございます。奨学金の対象者が奨学金の貸与を受

けた期間で、３年を超えた期間内において奨学金の貸与を受けた期間と同じ年数を与謝野町内の
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公的医療機関で医師として勤務した場合には免除すると、このようになっております。 

例えば例を申し上げますと、この臨床研修の２年間この奨学金を受けた方が、臨床研修が終わ

りまして、実際にお医者さんとして従事する場合、先ほどの２年間の貸し付けの期日とプラス

３年、すなわち５年間のうちで貸し付けをした２年間、この管内で従事をしていただいたら、そ

の貸し付けをさせていただいた金額については、すべて免除すると、このような条例ということ

になっております。 

また、医師の業務に従事しているとき、業務上の理由によりまして死亡されたときや、業務を

継続することができなくなったときには免除でありますとか、また返還の一部を免除することが

できるということになっております。ただし奨学金の貸与を受けた者が、与謝野町内の公的医療

機関に従事しなかったり、また貸与年数２年間貸したんだけども、１年間しか与謝野町内に従事

しなかった場合については、全額返還をいただくというようになっております。 

次に、４条の関係では、規則の委員としまして、条例で定める者のほか、この条例の施行に関

し必要な事項は規則で定めるということにしております。この条例につきましては、１０月１日

から実施するということになっております。 

以上、地域医療確保奨学金の貸与に関する条例案の詳細説明とさせていただきましたので、よ

ろしくご審議賜りまして、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案については、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第７ 議案第７８号 政治倫理の確立のための与謝野町町長の資産等の公開に関す

る条例の一部改正についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第７８号 政治倫理の確立のための与謝野町町長の資産等の公開に関する条

例の一部改正について、その概要をご説明申し上げます。 

今回の改正は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による郵便貯金法

の廃止、及び証券取引法等の一部改正が行われたことを受けて、ご提案申し上げるものでござい

ます。 

ご案内のとおり、従来、日本郵政公社が行っておりました郵便貯金事業が民営化され、現行の

郵便貯金が銀行法でいう預金とみなされることとなりましたことと、証券取引法の改正に伴って

金銭信託が有価証券の一部と位置づけられますとともに、法律の題名が金融商品取引法と改正さ

れたことを受けまして、必要な用語の整理を行うものでございます。 

条例の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 町長から本案の概要説明がありましたので、引き続き整理倫理の確立のための与

謝野町町長の資産等の公開に関する条例の一部改正案の詳細につきまして、ご説明申し上げます。 

議案資料３ページの議案第７８号資料をお開きください。 

まず、１点目でございますが、郵便貯金法が廃止をされます。従来の郵便貯金の区分がなくな

りましたので、第２条第１項第４号中、「貯金（普通貯金を除く）及び郵便貯金（通常郵便貯金
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を除く）」を「及び貯金（普通貯金を除く）」に、また、「貯金及び郵便貯金」を「及び貯金」

と改めるものでございます。 

次に、証券取引法の改正に伴いまして、金融信託が有価証券の一部と位置づけられましたこと

から、第２条第１項第５号を削ります。 

それから、また資料の４ページでございますが、証券取引法の題名が金融商品取引法に改めら

れましたことから、第２条第１項第６号中、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同号

を含め以下の号数を、それぞれ１号ずつ繰り上げることとしたものでございます。 

以上が、本案の概要でございます。よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し

上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第８ 議案第７９号 与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第７９号 与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、提

案理由のご説明申し上げます。 

この条例改正につきましては、昨年の人事院による意見の申し出に基づき、地方公務員の育児

休業等に関する法律の一部を改正する法律が、ことし８月に施行されましたので、その法律改正

に伴って新たに国において導入された育児短時間勤務制度を、当町においても導入することとし

て、所要の改正を行おうとするものでございます。 

この育児短時間勤務制度は、従来の制度ですと勤務時間の全部を休むこととなる通常の育児休

業と、１日について２時間を限度に部分的に休業する部分休業の２つの制度しかなく、それぞれ

３歳に達するまでの子についてのみ認められておりましたが、急速な少子化の進展に対応するた

め、部分休業の対象を小学校就学までの子に広げるとともに、新たに育児短時間勤務制度として、

育児を行う職員が職務を完全に離れることなく育児の責任も果たせるように、職員の職業生活と

家庭生活の両立を支援する必要があるとして、通常の職員ですと週４０時間勤務制となっており

ますところを、職員の希望によって週休日と勤務時間の組み合わせの中で、週２０時間から週

２５時間の勤務とすることで、小学校に入学するまでの子を育児することができる制度として創

設し、給料などは、その勤務時間数に応じて国の制度に準じて定められることとなっております。 

条例の詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） ただいま町長から本案の概要説明がありましたので、引き続き与謝野町職員の育

児休業等に関する条例の一部改正について、その詳細をご説明申し上げます。 

議案資料の５ページ、議案第７９号資料№１をお開きください。 

制度の概要につきましては、ただいま町長から説明がございましたので、２番目の育児短時間

勤務の効果からご説明を申し上げます。 

まず、短時間勤務の形態についてでございますが、ご覧の表のケース①と②につきましては、
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週休日を土日として、月曜日から金曜日までの１時間において毎日４時間ずつ、または５時間ず

つ勤務するという形態です。 

ケース③と④につきましては、土日に加え月曜日から金曜日までの５日間のうち２日間を週休

日として、残りの３日間について８時間勤務とするか、２日間は８時間、１日は４時間とする勤

務の形態でございます。 

３の請求、または請求後の期間延長の手続につきましては、ただいま申し上げました４つのパ

ターンの中から職員が希望する日及び時間帯を選択した上で、この短時間勤務を始めようとする

１カ月前までに、最長１年間の期間を明にして請求することとなります。請求する期間が１年に

満たない場合は、初日から１年までの間なら延長をすることができます。 

４の承認の基準でございますが、請求された期間において、請求した職員の業務を処理するた

めの措置を講ずることが困難な場合を除き、任命権者は承認しなければならないこととなってお

ります。この請求した職員の業務を処理するための措置としては、改正法では定年退職者による

短時間勤務職員を任用して対応することとなっておりますが、当町では、この定年退職者による

短時間勤務職員を任用することをしておりませんので、実際には臨時職員等で対応をすることと

なりますし、今回の改正法の趣旨から、できるだけの対応を行うことで請求した職員の希望に沿

った体制を組むようにしたいと考えております。 

次に、５の承認の失効または取り消し、６の再度の育児時間勤務については、資料に記載のと

おりでございますので、説明を省略させていただきます。 

続きまして、資料６ページ、７の育児短時間勤務職員の給与等の取り扱いでございますが、給

料及び期末勤勉手当については、その勤務時間数に応じた額となりますし、その他の手当や昇給、

昇格の取り扱いについては、原則としてフルタイム職員と同様に支給、または取り扱うこととし

ております。 

８、その他の取り扱いについては、この後にご提案を申し上げます与謝野町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正によりまして、週休日の振り替えや時間外勤務命令、それに宿日

直勤務については、改正法の趣旨からできるだけ命令等を行わないように配慮することとしてお

りますし、年次休暇の日数については、その勤務日数に応じて定められた日数となります。 

最後に、条例の施行は本年１０月１日としております。国が既に８月１日から実施しておりま

すが、職員組合との協議などの手続を踏む中で、２カ月間の準備期間を持つこととしたものでご

ざいます。 

以上、与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、ご説明を申し上げました。

よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第９ 議案第８０号 与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８０号 与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 
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この条例改正につきましては、先ほどの与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

伴いまして、職員の勤務時間、休暇等に関する条例において、この育児短時間勤務職員に対して、

新たに週休日や勤務時間などの規定を新設する必要が生じますので、このようにご提案を申し上

げるものでございます。 

この改正案の詳細につきましては、先ほどの職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て、担当課長からご説明申し上げましたとおり、短時間勤務をしようとする職員の希望により、

週休日や勤務時間を４つのケースから選択して請求することとなりますので、この勤務時間、休

暇等に関する条例が第２条から第４条までの規定を改正する必要が生じましたことと、第８条の

改正は、正規の勤務時間以外の時間における勤務として、宿日直勤務や時間外勤務を命ずる場合

は、公務の運営に著しい支障がある場合に限って命ずること。また、年次休暇、有給休暇につい

ては、その勤務日、または勤務時間に応じて定めることとしております。 

よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１０ 議案第８１号 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の一

部改正についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８１号 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬に関する条例の一部改正に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

この条例改正につきましては、ことし３月に開催された定例会でご提案を申し上げました、地

方自治の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備の関する条例において、関係する条例

改正を１本にまとめてご承認いただいたところですが、その際に、この与謝野町特別職の職員の

給与及び報酬に関する条例の第２条において、従来の助役を副町長と改めますとともに、収入役

を廃止した結果、いわゆる号ずれが生じておりまして、この号ずれに伴って以下の条で、字句の

改正を同時に行うべきところでしたのに、私どもの手違いから、これらの改正を行っていないこ

とが最近になって判明いたしましたので、改めてこのようにご提案を申し上げた次第でございま

す。 

この改正案の詳細につきましては担当課長からご説明申し上げますが、何分にも法制執務上の

単純な遺漏で、このように同じ案件について二重にご提案申し上げなければならなくなったこと

に対しまして、深くおわびを申し上げますとともに、よろしくご審議をいただき、ご承認いただ

きますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） ただいま町長から本案の概要説明がありましたので、引き続き、与謝野町特別職

の職員の給与及び報酬等に関する条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 

議案資料の１６ページ、議案第８１号資料をお開きください。 

今年３月の定例会で一部改正を行いました結果、現行の欄の第２条で第２号の助役を副町長に

改め、第３号の収入役を削除いたしましたことから、第４号から第１０号までを１号ずつ繰り上

げる改正を行いましたので、第３条以降においてこれら第２条の号ずれにあわせて、第３条の前
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条第１号から第３号までの部分を前条第１号及び第２号に、第１０条の第２条第４号から第９号

までを第２条第３号から第８条までに、それから第１５条の第２条第１０号を第２条第９号に、

それぞれ改正をすべきところでございましたところ、私どもの手違いで改正をしておりませんで

したので、今回このように改正をお願いしようとするものでございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１１ 議案第８２号 岩滝母と子どものセンターの指定管理者の指定についてを

議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８２号 岩滝母と子どものセンターの指定管理者の指定について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、岩滝母と子どものセンターの効率的かつ適正

な管理運営を行う指定管理者として、非公募により社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター、

理事長、大江定雄を指定するためご提案申し上げるものでございます。 

よろしくお願いご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１２ 議案第８３号 加悦簡易水道算所浄水場改良（土木）工事の請負契約の締

結についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８３号 加悦簡易水道算所浄水場改良（土木）工事の請負契約の締結につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

この工事は６月定例会でお認めいただきました浄水設備、電気計装設備工事と同様に、昨年度

から行っております算所浄水場改良のうちの土木工事でございまして、今年度で完成させるもの

でございます。 

概要につきましては、添付の議案資料にお示ししておりますが、８月２９日に指名業者８社に

より指名競争入札を執行いたしました結果、契約の相手方は石本建設株式会社、代表取締役、石

本義隆。契約金額は４，９９１万３，８５０円で、うち消費税相当額は２３７万６，８５０円で

ございます。工期は、本件議決日の翌日から平成２０年３月２１日までとするものでございます。 

工事の内容につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承

認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） それでは、お手元にお配りしております議案資料に基づきまして、ご説明申し上

げます。 

議案資料の２１ページに算所浄水場の平面図、次の２２ページに倉庫の立面図と配水池の構造

図をおつけしておりますのでご覧ください。浄水場の平面図につきましては、図面上が２級河川

野田川になり、図面の下側が算所の町の方となります。 
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算所浄水場の改良は先ほど町長が申し上げましたとおり、既に発注しております浄水設備、電

気計装設備工事に引き続き、本件土木工事で完成となるものでございます。 

これからご審議いただきます今回の施行箇所は、色を塗っております部分でありまして、それ

ぞれの色による工種につきましては、右側にお示ししております。 

まず、水色の取り壊し工でございますが、これは場内整備の１つといたしまして、既設の鉄筋

コンクリート構造物を取り壊し、撤去するものでございます。図面左から管理棟、配水池、ろ過

器の基礎、薬品沈殿池や曝気装置の基礎などでございます。 

次に、赤色の倉庫は、２２ページの立面図でお示しをしておりますように、長さが約１５メー

トル、高さ４．５メートル、幅約５メートルの鉄骨造で角波鋼板張りでございます。この中には

各種の資材や非常用電源として使用する発動発電機、給水タンクなどを格納するものでございま

す。給水タンクの格納につきましては、トラックに直接積載できるように計画をしております。 

次のオレンジ色の配水池も構造図にお示しをしておりますが、縦横４．１メートルの正方形で、

深さが４．３メートルございまして、ろ過器の逆線配水、酸化槽や配水池の排泥水などを受ける

ものでございます。 

次の黄色の植栽、フェンス等につきましては、浄水場の附帯設備といたしまして施工するもの

でございます。この特色といたしましては植栽がございまして、通常の場合ですと敷地境界には

フェンスのみの施工としておりますが、算所浄水場は住宅地に囲まれておりますので、夜間の作

業や設備の音などに対する環境面にも配慮する必要かございますので、そこで現在植わっており

ます植栽や新たなものを植えかえて、防音と目隠しとして促そうとするものでございます。 

このほか図示はしておりませんが、場内配管として送水管や排泥管などを旧設備から新設備へ

接続がえ、外周水路や擁壁、場内のアスファルト舗装なども施工いたします。 

さらに水源となっております３つの井戸の場内整備といたしまして、老朽化した門扉やフェン

スのやりかえなども行うことといたしております。 

以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い

いたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１３ 議案第８４号 町道路線の変更についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 町道路線の変更について、ご説明を申し上げます。 

路線の変更につきましては、明石川河川改修に伴い、行きどまりの路線を通り抜け可能とする

ため路線を延伸するものでございます。 

詳細につきましては担当課長に説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承認いただき

ますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 議案第８４号、町道路線の変更についてですが、詳細説明の前に訂正をお願いし

たいというふうに思っております。 

議案書の２８ページ、議案第８４号、町道路線の変更について、変更する路線ということで亀
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山口線を変更するという形で提案させていただいております。実は今なんですが、旧町の道路台

帳上の亀山口線の起点、石川小字ユリ２３０７番地の１番地先、これにつきまして、亀山地域の

小字境が複雑に入り組んでおりまして、実際にはここは亀山の一番端なんですが、幾地地域の向

田という小字だったということが先ほど判明しました。大変申しわけなかったんですが、それで

終点の方の小字浅郷、これも幾地の小字向田２３１６、ただし追路６４０２、これは石川地域の

小字追路６４０２番地先ということになります。ただ、変更路線の上段の方は廃止しますから、

この議案書上では実際には変更する下が、亀山口線の与謝野町石川小字ユリ２３０７番地先から、

終点２３０７番地の１までというのを、両方幾地地域の小字向田に訂正をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

その詳細については、議案資料２３ページに図面をつけております。 

路線の延伸ということで、緑で図示しとる部分についてが変更前ということで、緑色の丸印、

ちょうど亀山橋の下のとこ、ここが起点になるわけですが、この地域についてはちょっと細かく

見ていただいたら小字境が入っていまして、よく見るとわかるんですけども、ここが幾地地域に

なったということです。幾地の小字向田２３０７の１が、この緑色の丸印のとこです。この路線

については、それからいわゆるＴ字の形で認定されておりまして、終点は浅郷の２３１６という

のは、実は幾地の向田の２３１６で、右端の地点になります。それから、左に下りて矢印の先が、

今度は石川地域になりまして、石川地域の追路６４０２番地になります。そういう形で認定され

てました。延長は２１９．８メートル、幅員については、この地域は狭い幅員なんですが、

２．７から５．８という幅員でもって旧認定路線がありました。 

それに変更後ということで、今度は赤の部分が足されます。赤の部分につきましては、緑の矢

印の先に赤丸がありますが、ここが石川地域のｵｲﾛの６４０２番地先なんですが、現実的には緑

と赤と合体させますから、幾地の小字ユリ２３０７の１から出て、２３０７の１に戻ってくると

いう起・終点に変更をするといをことになります。 

だから上の変更前については、もう道路台帳上に載ってますから特に訂正ということにはなり

ませんが、変更後については起・終点について、幾地の向田２３０７の１に訂正をさせていただ

きたい。それで延長については４２６．８メートルになります。ふえた部分については

２０７．０メートル、それから幅員につきましては２．７から７．７メートル、追加分について

は４メートルから７メートルということです。 

それで、その道路改良についてですが、その赤線の横に明石川という水路がありまして、これ

については平成３年に水路改修、河川改修をやりまして大きく川幅を広げました。そのことによ

って河川管理道路が随分広がりまして、ここの幅員については４メートルから７メートルあるわ

けですけども、そういう河川管理道路がありました。ここに数件お家があるわけですが、緑の旧

の町道に向いて家庭生活をされとった分について、新しく後ろ側に河川管理道路がついたもんで

すから、ここの周辺の方は全部そっち側向けの生活に今変わっていっとるということがあります。

そこで行き止まりの道路も含めて周回できるようにつなげて町道認定して、道路改良も河川管理

道路の部分の道路改良もやっていきたいという思いで、今回認定をさせていただきたいという提

案でございます。 

十分ご審議をいただきまして、ご承認賜りますようによろしくお願いいたします。 
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議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１４ 議案第１０２号 町道路線の認定についてを議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 町道路線の認定についてご説明申し上げます。 

認定します路線につきまして、民間の分譲宅地造成工事に伴い路線認定するものでございます。 

詳細につきましては担当課長に説明させますので、よろしくご審議いただき、ご承認いただき

ますようお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 議案につきましては、今議案の最後の番号、１０２番がついておりますが、関連

がありますので、引き続きということで議案第１０２号の町道路線の認定について、先ほど町長

が提案説明をされましたんですが、その詳細について説明をさせていただきます。 

認定する路線につきましては石川の川向支線ということで、起点につきましては石川の小字浜

倉６８５の４番地先から、終点は同じく６８６番の５番地先までということであります。 

この路線につきましては、先ほどの説明にもありましたように、民間が分譲宅地をされるとい

うことで、旧町時代に事業計画を聞かさしていただいとるもんでありまして、合併前までに野田

川町道の認定及び土木事業の施工に関する基準の規定により、道路をつくっていただきたいとい

うお願いをし、その成果が３月末で事業完了されましたので、今回、新町の町道の認定基準から

は外れるわけですけども、旧町の認定基準を平成２１年２月末までは経過措置をもって認定でき

るということの規定をもっておりますので、民間分譲宅地の町道認定をしたい。いわゆる図面的

には、議案資料の２９ページに議案第１０２号としてつけさせていただいております。 

赤線でＬ字で認定をするという形になっておりますが、実は矢印の先の農道があるわけですが、

これは高低差が随分ありまして、農道に通り抜けできる道路でありません。いわゆる行きどまり

の道路ということがありまして、その辺については、新町では町道認定には６メートルの幅員を

要するという規定があるんですが、旧町の野田川町道の認定によりますと、４メートルの幅員で

よろしいという規定をもって事業開始をされておりますので、４メートルの幅員でみさせていた

だいております。それで延長的には５６．６メートル、幅員については４．２メートルから

７．３メートルで、民間分譲ですから道路用地と水路用地、あわせまして２５９．８５平米を寄

附を受け、町道認定をするものであります。 

以上、よろしくご審議を賜り、ご承認いただきますようにお願いをいたします。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１５ 議案第８５号 平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第２号）を議題

とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８５号 平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第２号）について、ご

説明申し上げます。 

今回の補正は１億１，２４８万円を追加し、総額を１０４億４，１０７万２，０００円とする
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ものでございます。 

まず、歳出から主なものについてご説明申し上げます。１９ページ、２０ページをお開き願い

ます。 

２款、総務費、１項、総務管理費、６目、企画費では、住民自治活動支援事業で、自治振興補

助金を９７１万円追加いたしております。各地区から大変多くの自治振興補助金の申請がありま

したので、それに伴いまして補助金を追加するものでございます。 

１０目、情報システム費では、電算システム管理運営業務を１，０８３万円追加いたしており

ます。平成２０年度から始まります後期高齢者医療制度に伴いますプログラムネットワークの設

定委託料や、岩滝を除く保育所と衛生プラントへのＬＡＮ接続を行うものでございます。 

１１目、地域情報推進費では、地域イントラネット管理運営事業を１４３万９，０００円追加

いたしております。加悦、野田川地域の小中学校の教職員のへパソコン配布に伴いまして、ウイ

ルス対策のセキュリティーソフトのライセンスを追加するものでございます。 

１２目、有線テレビ管理費では、有線テレビ施設管理運営事業を１１６万８，０００円追加い

たしております。ＣＡＴＶのカメラ修理と、有事の際の予備用電送路アンプ等を購入するもので

ございます。 

次のページにかけての有線テレビインターネット事業は、１２節、役務費で通信料を１８９万

１，０００円減額いたしております。ＮＴＴ回線を利用しておりましたものを、通信速度や通信

料の比較を行い、有利であるケイ・オプティコムに変更したことによるものでございます。 

１４目、地域交通対策費では、野田川駅整備事業を２，１５６万５，０００円追加いたしてお

ります。以前から地元の下山田区からも利用者の安全性を考え自転車道路側、いわゆる駅の裏側

から出入りができるようにとご要望を受けておりました。今回、ようやくＫＴＲをはじめとしま

す関係機関との調整が整いまして、駅裏に駐輪場を設けるとともに警報機も設置して、利用者の

方々が安全に、そして利用しやすい環境に整備するものでございます。 

駐輪場を整備するに伴いまして、かつて京都府の職員住宅用地として土地開発公社で先行取得

しておりました用地につきましても、駐輪場用地として買い戻しを行うこととし、公有財産購入

費も一緒に追加いたしております。 

地方バス路線運行維持支援事業では、生活交通路線維持費補助金を５２０万円追加いたしてお

ります。これは加悦フェローラインにかかります下半期分の運行補助金でございます。 

次に、２３、２４ページの３款、民生費、１項、社会福祉費では、１目、社会福祉総務費で与

謝野町地域福祉空間整備事業を、新規に１，５００万円追加いたしております。これは本年３月

に策定しました与謝野町地域福祉空間整備「安心・どこでも・プラン」を、着実に執行していく

ための交付金制度を創設するものでございます。 

今までの考え方は公設民営で施設整備に努めてまいりましたが、今からのあり方は法人等の民

間事業者にも社会的責務を担っていただき、民設民営で施設整備から事業展開まで行っていただ

こうというものでございます。行政は、その立ち上げに対する支援として、後方支援をさせてい

ただこうというものでございます。今回計上の補助金は、社会福祉法人与謝郡福祉会が与謝地区

に予定されております小規模多機能型居宅介護拠点整備に交付するものでございます。 

２目、障害福祉費では、障害福祉サービス事業で、１９節、負補交を２０６万６，０００円追
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加しております。通所サービス事業促進事業費補助金の単価等の変更によるものでございます。 

また、２０節、扶助費は２４０万円減額いたしております。障害福祉サービス低所得対策給付

費の事業の廃止に伴うものでございます。 

次のページの障害者福祉施設整備事業では、１５節、工事請負費を５６０万円追加いたしてお

ります。野田川保健センターを改修し、障害者グループホームとして整備するものですが、当初

計画しておりました浴室を、個人のプライバシーに配慮したユニットバス化に変更することによ

るものでございます。 

１３節、委託料１００万円の追加は、給食サービスでの給食の荷さばきに、隣接する道路から

の出入りが必要となることから、その拡幅工事を行うための測量費でございます。 

３目、高齢者福祉費では、高齢者福祉施設整備事業を１，５３０万円追加いたしております。

先ほどの地域福祉空間整備事業と同様、小規模多機能型居宅介護拠点整備に国の補助金を受ける

ものであり、同額の１，８００万円を与謝野町公的介護施設等整備事業費補助金として、トンネ

ル補助をさせていただくものでございます。 

また、先ほどの地域空間でご説明いたしましたとおり、今後は民設民営の考えとするため、当

初予算で計上しておりました設計委託料は、全額の２７０万円を減額いたしております。 

次に、２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務費では、児童手当支給業務を１，９３９万

５，０００円追加いたしております。本年度からの制度改正に伴いまして、乳幼児加算対応によ

り、３歳未満の児童に対し一律１万円の手当となったもので、所要額を算定し被用者、非被用者

ともそれぞれ追加いたしております。 

次のページへかけての乳幼児医療事業、並びに児童生徒医療事業は、先ほどの与謝野町子育て

支援医療費の支給に関する条例でご説明いたしましたとおり、９月から新たな制度として京都子

育て支援医療事業がスタートいたしますが、従来の両事業を８月までの実績見込み、９月分から

を減額するとともに、京都子育て支援医療事業で診査手数料を含め、総額で４，３６５万

５，０００円追加いたしております。 

２目、児童施設福祉費では、保育所整備事業で岩滝保育所砂場、屋根改修工事を１２０万円追

加いたしております。屋根の老朽化に伴い非常に危険な状況にあることから、改修を行うもので

ございます。 

次に、４款、衛生費、１項、保健衛生費、１目、保健衛生総務費では、地域医療確保奨学金貸

付事業を新規計上いたしております。これにつきましても、先ほどの与謝野町地域医療確保奨学

金等の貸与に関する条例でご説明いたしましたとおり、北部の医師不足は深刻なものとなってお

りますが、その善後策となればとの制度でございまして、今年度は１０月から６カ月間で２名の

方への貸与を見込み、それぞれを宮津市と折半する形で奨学金貸与金を９０万円追加いたしてお

ります。 

３目、環境衛生費では、次の２９、３０ページにかけて、環境美化保全対策事業で１９２万

５，０００円追加いたしております。 

１３節、委託料で１５７万５，０００円追加いたしておりますが、これは６月に実施いたしま

した町政懇談会で、温江地区並びに明石地区でご意見やご希望のありました産業廃棄物の中間処

理施設でございます、有限会社プラテックにかかります臭気調査委託料でございます。 
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なお、本件につきましては、規定値以上の臭気が確認できました場合は、京都府とも調整の上、

行政指導をしていきたいと考えております。 

次に、２項、清掃費、２目、塵芥処理費では、廃棄物処理施設管理運営事業で、修繕料を

１５７万７，０００円追加いたしております。岩滝処分場の緊急遮断弁や移送ポンプ等の修繕を

行うものでございます。 

次の３１、３２ページの６款、農林水産業費、１項、農業費、７目、農業施設管理費では、リ

フレかやの里管理運営事業で１９１万２，０００円追加いたしております。保健所の指導を受け、

塩素注入ポンプ等の整備を行いたく追加するものでございます。 

２項、林業費、２目、林業振興費では、災害に強い森づくり事業を４６０万円追加いたしてお

ります。主なものは、１５節、工事請負費を３８８万円追加いたしております。測量調査の結果

を踏まえて、谷止め工の設計精査や植栽工の追加を行ったことによるもので、すべて京都府の委

託金を受けるものでございます。 

次の７款、商工費、２目商工振興費では、３３ページ、３４ページの織物振興対策事業で、

１９節負補交を４０万円追加いたしております。京丹後市に協賛して実施しております丹後ファ

ッションウィークに対する負担金でございます。 

次に、８款、土木費では、次の３５、３６ページの２項、道路橋りょう費、３目、道路新設改

良費で、道路新設改良事業を８０万円追加いたしております。ほとんどは町道明石香河線の事業

費の組みかえによるものでございますが、１３節、委託料の登記委託料は、石川、亀山地区の明

石川沿いの堤防を町道として認定いたしたく、それにかかる登記委託料を８０万円追加するもの

でございます。 

５項、都市計画費、１目、都市計画総務費では、街路整備事業を１，９０５万円追加いたして

おります。平和通りの用地提供者が実施されます工事に伴う調整工事の施工と、建物調査積算業

務委託料をそれぞれ追加するとともに、京都府が実施しております岩滝海岸線街路事業の事業費

が増額となったことに伴い、負担金を追加するものでございます。 

２目、公共下水道費では、公共下水道費一般経費、２８節、繰出金で下水道特別会計繰出金を

６，２３０万円減額いたしております。後ほど下水道特別会計でもご説明申し上げますが、資本

費、平準化債等の発行可能額が見込みよりも大幅に増額となったことによるものでございます。 

次の３７ページ、３８ページの６項、住宅費、１目、住宅管理費では、町営住宅維持管理事業

を３５３万円追加いたしております。 

１５節、工事請負費では、温江地区の尾上団地の屋根が、老朽化に伴い雨漏り等が発生してい

ることから防水工事を行うこととし、３２０万円追加いたしております。 

次に９款、消防費、２目、非常備消防費では、消防団活動運営事業で２２７万８，０００円追

加いたしております。 

１１節、需用費の消耗品費を１１１万３，０００円追加いたしておりますが、これは加悦、野

田川方面隊の消火活動用の手袋等を配布するものでございます。 

次の３７、４０ページの３目、消防施設費では、消防施設等整備事業で消火栓移設等工事費を

４００万円追加いたしております。民家の建て替えなどにより、消火栓の移設が必要となったも

のでございます。 



－30－ 

５目、災害対策費では、防災行政無線維持管理事業へ修繕料を１７９万６，０００円追加いた

しております。上山田のパンザマストのモーターサイレンが、落雷により故障したことによるも

のでございます。 

次に、４１ページ、４２ページの１０款、教育費、２項、小学校費、１目、学校管理費では、

小学校管理運営事業を３４６万１，０００円追加いたしております。 

主なものとしましては、７節、賃金で、三河内及び石川小学校で加配教諭の必要な児童がいる

ことから、両校に特別支援加配教諭を配置することとし、１７２万５，０００円追加いたしてお

ります。 

小学校施設整備事業は３５０万円追加いたしております。これは山田小学校の屋上が老朽化し

ており、教室内に雨漏が発生している状況にあるため、防水工事を施工するものでございます。 

２目、教育振興費では、小学校教育振興費一般経費を２４９万円追加いたしております。主な

ものとしましては、石川小学校が英語活動等国際理解活動推進事業の拠点校として、京都府の委

託事業を実施することとなりましたので、それらにかかります教材費等を追加するものでござい

ます。 

次に飛びますが、４７、４８ページの５項、社会教育費、７目、教育文化施設管理費では、江

山文庫管理運営事業で予算の組み替えを行っております。国民文化祭関連の地域文化活動支援事

業として、江山文庫俳句大賞を実行委員会において実施することになりましたので、組みかえを

行ったものでございます。 

１２款、予備費は３１万５，０００円減額いたしております。 

以上が歳出でございます。 

議  長（糸井満雄） ここで歳出につきましては説明が終わったと思いますので、ちょうど昼になりま

したので、歳入の方につきましては午後の冒頭からお願いしたいと思うんですが、いかがでござ

いましょうか。 

では、１時３０分まで昼食休憩に入ります。 

（休憩 午後０時００分） 

（再開 午後１時３０分） 

議  長（糸井満雄） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

議案第８４号の正誤につきまして山﨑建設課長の方から、おわびの上、訂正がございますので、

お願いをしたいと思います。 

山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） さきに議案第８４号、町道路線の変更の提案をさせていただきました折、ご説明

をさせていただきましたが、議案、あるいは議案資料について訂正をさせていただきたいという

ことで、訂正文をお手元に配付させていただいております。 

議案第８４号につきましては、変更する路線の変更前につきましては、道路台帳に既にこの

起・終点で明示してあります。これについては、もう廃止するということがありますので、ここ

では修正はかけておりません。変更後につきまして、起点、終点について、字、あるいは小字の

訂正をさせていただいております。 

それから、同じく議案資料の議案第８４号資料の方につきましても、変更前につきましては、
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そのまま置かしていただいております。変更後につきまして、字、あるいは小字について訂正を

させていただいております。 

以上、訂正についてご報告をさせていただきます。大変申しわけありませんでした。 

議  長（糸井満雄） それでは午前中に引き続きまして、議案第８５号 平成１９年度与謝野町一般会

計補正予算（第２号）の説明をお願いをしたいと思います。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） それでは午前中に引き続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

１３ページ、１４ページをお開き願います。 

８款、地方特例交付金は、交付決定に伴い１項、地方特例交付金を４１３万７，０００円追加

するとともに、２項、特別交付金を１６７万２，０００円減額いたしております。 

１３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金は、先ほどの歳出でご説明

いたしましたとおり、児童手当の制度改正に伴い被用者、非被用者とも、それぞれ国の負担割合

に応じて追加することとし、総額で１，２７２万２，０００円追加いたしております。 

１つ飛びまして１４款、府支出金の民生費府負担金につきましても同様で、府の負担分として

総額で３３３万５，０００円追加いたしております。 

戻っていただきまして、２項、国庫補助金、２目、民生費国庫補助金、２節、高齢者福祉費補

助金では、先ほどの歳出でご説明いたしました小規模多機能型居宅介護拠点整備に対する補助金

としまして、地域介護、福祉空間整備等交付金を１，８００万円追加いたしております。 

４款、府支出金、２項、府補助金、１目、総務費府補助金は、住民自治支援事業費補助金とし

て、未来づくり交付金を７５３万３，０００円追加いたしております。 

２目、民生費府補助金、２節、福祉医療費補助金では、歳出でご説明いたしましたとおり、今

までの乳幼児医療助成事業が制度改正され、小学校就学前までの入院に対する助成が、小学校卒

業までに拡大されるなどにより、新たに京都子育て支援医療費助成補助金としてスタートするこ

とから、旧補助金を減額し新補助金を追加するなど、総額で２３８万円追加いたしております。 

４節、障害福祉費補助金は、障害福祉サービス低所得者対策給付補助金を、制度廃止に伴い

１８０万円減額いたしております。障害者自立支援対策臨時特例交付金は、通所サービス利用促

進事業費の増額とともに負担割合が、当初の２分の１から４分の３になるなどで２７９万

９，０００円、障害者グループホーム等整備事業に対する交付金を６５４万円、それぞれ追加す

ることとし、総額で９３３万９，０００円追加いたしております。 

５目、農林水産業費府補助金では、下谷林道整備にかかります単費林道事業補助金が制度廃止

されたことに伴い、４２０万円減額いたしております。 

３項、委託金、４目、農林水産業費委託金では、歳出でもご説明いたしましたとおり、災害に

強い森づくり事業委託金を４００万円追加いたしております。 

次に、１５、１６ページの７目、教育費委託金では、これも歳出でご説明いたしましたとおり、

石川小学校が英語活動等国際理解活動推進事業の拠点校として京都府の委託事業を実施すること

になりましたので、同事業委託金を１１０万円追加いたしております。 

１７款、繰入金、１項、基金繰入金では、１目、財政調整基金繰入金を７，０００万円減額し、

調整いたしております。 
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また、１２目、地域福祉振興基金繰入金は、歳出でご説明いたしました与謝野町地域福祉空間

整備事業交付金の財源として、１，５００万円を追加いたしております。 

１９款、諸収入、４項、雑入では、消防団員へ配布します手袋に対する助成金を、消防団員公

務災害補償等共済基金から助成いただけることとなりましたので、消防団員安全装備品整備等助

成金を１０９万１，０００円追加いたしております。 

２０款、町債では、総額で４，１３０万３，０００円追加いたしております。事業の追加や廃

止、事業費の増減、補助金の増減等によりそれぞれ調整し、追加あるいは減額いたしたものでご

ざいます。 

なお、８ページに第２表、地方債補正を計上し、同額を追加あるいは変更いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１６ 議案第８６号 平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８６号 平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）につ

いてご説明申し上げます。 

今回の補正は１，４９０万円を追加し、総額を９億１，６４６万円とするものでございます。 

まず、歳出から主なものについてご説明申し上げます。 

１３、１４ページをお開き願います。 

３款、改良費は、総額で１，５２７万８，０００円を追加いたしております。これは市場水道

のフッ素濃度が高くなったのでもう１本井戸を堀り水量を確保するもので、１３節、委託料で測

量委託料を１００万円、１５節、工事請負費で掘削工事費を１，０００万円、１７節、公有財産

購入費で用地購入費を１００万円、それぞれ追加いたしております。 

また、温江水道取水栓掘削事業は、昨年度の試掘調査の結果、適切な場所が見つからず、本年

度の６月補正で債務負担行為を計上させていただいたところですが、改めて水源を調査すること

となりますので、今回１３節、委託料と１７節公有財産購入費を、それぞれ１００万円減額いた

しております。 

１７節、公有財産購入費の与謝浄水場用地購入費は地権者と協議が整いましたので、用地購入

費を４９０万円追加いたしております。 

また、１９節、負補交は、算所浄水場や四辻配水池等に故障や水位情報などを庁舎で受ける中

央監視システムを設置するため、ＮＴＴへの負担金を３７万８，０００円追加いたしております。 

６款、予備費は３７万８，０００円減額し、調整いたしております。 

以上が歳出でございます。 

続きまして、歳入についてのご説明を申し上げます。 

１１、１２ページをお開き願います。 

８款、町債は、先ほどの歳出でご説明いたしました工事費や公有財産購入費などを追加、ある
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いは減額に伴いそれぞれの事業債を変更し、総額で１，４９０万円追加いたしております。 

なお、６ページ、第２表、地方債補正を計上し、同額を追加あるいは変更しております。 

以上が、平成１９年度与謝野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１７ 議案第８７号 平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８７号 平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第１号）につい

て、ご説明申し上げます。 

今回の補正は５９万８，０００円を追加し、総額を１８億３６７万８，０００円とするもので

ございます。 

まず、歳入の１１、１２ページをお開き願います。 

６款、繰越金は、前年度繰越金が確定しましたので、５９万８，０００円追加いたしておりま

す。 

８款、町債は、資本費平準化債等の発行可能額の増額に伴い６，２３０万円追加し、同額を

５款、繰入金、１項、一般会計繰入金で減額いたしております。 

また、６ページに第２表、地方債補正を計上し、同額を変更いたしております。 

歳出の１３、１４ページは、５款、予備費を５９万８，０００円追加し、調整いたしておりま

す。 

以上が、平成１９年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１８ 議案第８８号 平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８８号 平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いてご説明申し上げます。 

今回の補正は、事業勘定の補正でございまして、６，６３２万４，０００円追加し、総額を

１９億７，８１９万円とするものでございます。 

それでは歳出についてご説明申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。 

２款、保険給付費、４項、高額介護サービス等費、１目、高額介護サービス費は、１９節、負

補交で高額介護サービス費負担金を１，８００万円追加いたしております。これは給付が見込み

よりかなり多いため増額を行うものでございます。 

３款、地域支援事業費、２項、包括支援事業任意事業費は、１目、介護予防ケアマネジメント

事業費を４万８，０００万円追加いたしております。これは地域包括支援センター管理システム
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のパソコンのバックアップ機能の追加にかかりますシステムリース料を、追加するものでござい

ます。 

６款、諸支出金は、前年度精算分を国、府、支払基金、それぞれへの返還金を追加いたしてお

ります。 

７款、予備費は２，１０７万９，０００円追加し、調整いたしております。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１０、１１ページをお開き願います。 

４款、支払基金交付金は、前年度精算分の交付金を１，９５２万１，０００円、７款、繰越金

は、前年度繰越金を４，６８０万３，０００円、それぞれ確定しましたので追加いたしておりま

す。 

以上が、平成１９年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第１９ 議案第８９号 平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第８９号 平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は事業勘定の補正でございまして、６，７８１万６，０００円を減額し、総額を

２５億４０７万１，０００円とするものでございます。 

まずは歳入からご説明申し上げます。１０、１１ページをお開き願います。 

１款、国民健康保険税は、収入見込みで４，９１７万６，０００円減額いたしております。 

４款、国庫支出金から６款、府支出金は、歳出の見込みに合わせて調整いたしております。 

１０款、繰越金は、前年度繰越金が確定いたしましたので、８０万８，０００円追加いたして

おります。 

以上が歳入でございます。 

続きまして、歳出のついてご説明申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。 

２款、保険給付費は、財源内訳のみの変更でございます。 

３款、老人保健拠出金は５，２７３万８，０００円、４款、介護給付費は１，７２３万

３，０００円を、それぞれ今後の見込みを立て減額いたしております。 

１０款、予備費は２１５万５，０００円追加し、調整いたしております。 

以上が、平成１９年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

次に、日程第２０ 議案第９０号 平成１８年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定について

から、日程第３１ 議案第１０１号 平成１８年度与謝野町水道事業会計決算認定についてまで、

以上１２件を一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議  長（糸井満雄） 異議なしと認め、日程第２０号 議案第９０号から日程３１ 議案第１０１号の

決算認定にかかわる１２議案を一括議題とします。 

提案説明を求めます。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） 議案第９０号 平成１８年度与謝野町一般会計決算から、議案第１０１号の平成

１８年度与謝野町水道事業会計決算までの歳入歳出決算の認定につきまして、その概要を一括し

てご説明申し上げます。 

別冊の決算参考資料に基づいての説明とさせていただきます。 

まず、１ページの総括表をご覧いただきたいと思います。 

それでは各会計ごとに区分しておりますが、一般会計と特別会計の総合計では、歳入歳出の予

算額が２１２億７，３５４万８，０００円に対し、収入済額が２０６億４，６２１万

５，０００円、支出済額が２０５億４，４７０万９，０００円で、差し引きいたしますと１億

１５０万６，０００円の黒字となっております。 

しかしながら内訳を見てみますと、宅地造成事業特別会計と老人保健特別会計で歳入欠損とな

り、翌年度から繰上充用を行いました。また、一般会計並びに介護保険特別会計の事業勘定にお

いて、翌年度に繰越明許を行っております。 

その下に公営企業会計があります。水道事業会計の決算を上げております。収益的収入総額が

１億５，７８９万９，０００円、収益的支出総額が１億６，７２５万円でありました。企業会計

ですので収支差し引きとはなりませんが、当年度の純欠損としては１，１１４万７，０００とな

り、これは資本剰余金の繰り入れにより欠損金処理を行うものであります。 

また、資本的収入総額は１，４４２万３，０００円、資本的支出総額は７，４６３万

６，０００円で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額６，０２１万３，０００円につきま

しては、当年度分損益勘定留保資金の５，８４１万７，０００円、及び消費税資本的収支調整額

１７９万６，０００円で補てんいたしました。 

２ページの普通会計財政状況でございますが、実質収支は１億７，６９１万７，０００円の黒

字となっており、実質単年度収支につきましても財政調整基金からの取り崩しをしなくて済み、

逆に利子分を除いて８，０００万円を積み立てることができましたので、前年度からは大きく好

転し、黒字となっております。 

下側の諸係数が財政状況を分析する上で、最も基本になるものでございます。 

右側の財政力指数は比率か１に近いほど、財源に余裕があるものとされておりますが、３カ年

平均で０．３１６となっておりまして、相変わらず財政基盤の弱い状況となっております。 

その他の指数につきましては、公債費比率、実質公債費比率、起債制限比率とも数値がわずか

に上昇しておりますが、過去に町債を発行し実施しました事業の償還の増によることなどが要因

でございます。 

中でも１７年度の決算から導入されました実質公債費比率で見てみますと、速報値ではありま

すが平成１８年度の京都市を除く府内市町村の３カ年平均が１６．２に対し、当町が１６．４と

なっており、若干上回っております。今後も継続的に特別会計での事業費投資が見込まれること

から、数値が上昇しないように中止しなければなりません。 
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一方、経常収支比率、いわゆる人件費、公債費など義務的な経常経費が、町債、交付税などの

経常的な一般財源にどれだけ占めるかという割合でございますが、９３．９％の決算となってお

りまして、前年度より２．１ポイント改善いたしました。１，０００円のうち９３９円が経常経

費に消え、臨時的経費は財政余力に示しますように６１円という状況でございます。 

平成１８年度の府内市町村平均では９５．２％ですので、これをわずか１．３ポイント下回っ

ております。改善の一番大きなポイントは、三役の給与や議員報酬などの人件費で１．７ポイン

トの減となっております。今後ともさらなる経常経費の節減に、努力しなければならないという

ふうに思っております。 

次に、３ページの収入の状況でございます。 

この表は決算統計上の区分により上げておりますので、実際の決算額とは相違いたしますが、

歳入の最も大きなウエイトを占めます１１番の地方交付税は４６億５，９０４万４，０００円で、

全体の４３．１％を占め、前年比０．６％のわずかな伸びとなっております。 

自主財源の柱であります１番の地方税は、全体の１６．１％を占めており、前年度比では

１．６％の増となっております。 

２番目の地方譲与税は４２．７％もの増となっておりますが、これは三位一体の改革により一

般財源化された国庫支出金が、所得譲与税として税源移譲されたことによるものでございます。 

また、２４番の地方債でございますが、前年度比７．５％減の１２億３，８４０万円の借り入

れとなっているものの、町道岩屋川線や町道明石香河線などの道路改良事業、阿蘇シーサイドパ

ーク整備事業や地域振興基金積立金などの合併特例債対象事業のほか、臨時財政対策債など多額

の町債発行となっているものでございます。 

４ページは町税の収入内訳を上げております。 

先ほど申し上げましたとおり、税収は全体で１．６％増となっているものの、徴収率につきま

しては左側にありまろとおり、９２．５％の決算となっておりまして、前年度より０．２ポイン

ト下がっております。現年滞納別に見てみますと、現年分で０．３％上昇し、滞納分で０．２ポ

イントと下がっております。長引く景気の低迷により、大変厳しい状況の中で税の徴収は大きな

問題となっております。まして平成１９年度からは三位一体の改革の一環で、所得税への大幅な

税源移譲が実施されていますので、各自治体は自主財源である地方税の徴収を強化しなければな

りません。 

当町におきましても、与謝野町税等及び公共料金等滞納整理特別対策本部を設置し、私が本部

長となり、今後の最重要課題であるとの共通認識のもと、どのようにすれば徴収率が向上するか、

徴収体制の強化はもとより、職員の意識改革にも力を入れていかなければならないというふうに

思っております。近隣市町と比較いたしましても当町の徴収率は低く、引き続き努力が求められ

るところでございます。 

次に、５ページでございますが、普通会計の性質別経費の状況を示しております。 

この中で１番の人件費は、総額で２１億９，０００万８，０００円となっておりますが、対前

年度比では９．５％減となっております。これは旧町時代の三役給与や議員報酬が、合併により

大幅に減となったことや、職員の退職に伴う補充を抑えたことなどによるものでございます。 

２番の物件費は、対前年比で１１．６％減となっておりますが、これは１７年度が合併年度で
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もあったことから電算関係のシステム統合委託料などの経費が大幅に減となったことなどによる

ものでございます。 

３番の維持補修費は、対前年比では６３．７％減となっております。昨年度は降雪量が少なく、

除雪経費が大幅に不要となりました。 

５番目の補助費等は、対前年度比で１３．０％減となっております。これも合併に伴うもので

あり、学校給食組合や環境衛生組合などの一部事務組合の廃止によるものでございます。 

１１番の投資的経費は普通建設事業費で、庁舎改修などの合併前事業の大幅な減額により、対

前年度比１０．９％の減少となっております。 

また、台風２３号等によります災害復旧事業が完了したことにより、災害復旧事業が

７９．３％の減少となっております。 

次に、６ページから８ページにかけて普通会計の主な事業を、財源内訳を含めて掲載いたして

おります。１８年度にどのような事業を行ったかが、一目でわかるようになっておりますので、

参考にしていただきたいと思います。 

９ページから３５ページまでは、現在借りている町債について上げております。９ページから

１７ページまでは一般会計分、１８ページから３１ページまでは特別会計分、３２ページはその

借り入れ先別の明細、３３ページは利率別の状況、３４ページでは事業別の現在高の状況、

３５ページでは今後の年度別償還状況を示しておりますので、参考にご覧いただきたいと存じま

す。 

３２ページに全体の町債残高を上げておりますので、見ていただきたいと思いますが、これに

よりますと、一般会計の平成１７年度末現在高が約１３７億６，０５１万円に対し、平成１８年

度末では１３６億６４７万円となっており、約１億５，４０４万円の減少となっております。特

別会計におきましては約１６６億１，９９９万円にのぼり、前年度に比べ約６億５，３７４万円

増加いたしております。総合計では約３０２億２，６４６万円になっており、住民１人当たりに

いたしますと、約１１８万円の借金を抱えていることになります。このように一般会計では減少

しているものの特別会計では増加し、トータルといたしましては約５億円の増加となっておりま

す。 

一般会計では先ほどの地方債の説明で申し上げましたように、道路改良事業や阿蘇シーサイド

パーク整備事業、地域振興基金積立金などの合併特例債対象事業のほか、臨時財政対策債などの

発行によるものでございます。また、特別会計では毎年何億もの増加をみておりますが、簡易水

道、下水道事業は生活に密着した、欠かすことのできない事業でございますので、補助金を受け

る以外は、やはり町債によって計画的に遂行していかなければならないと考えております。 

次に、３６ページには会計別職員人件費を上げております。ここでは人件費の総額がわかると

ともに、給料や各種職員手当、共済費の内訳を各予算項目ごとにまとめております。平成１８年

度のラスパイレス指数は、一番下にありますように９２．１％でございます。ちなみに府内市町

村平均は９７．５％となっております。 

３７ページから４０ページには、一般会計の歳入概要をお示しし、前年度比較による分析を行

っております。 

また、４１ページから６７ページには、一般会計の主な事務事業の内容と、事業費を各課ごと
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に上げております。 

６８ページから７１ページには、クアハウス岩滝、野田川駅、野田川環境衛生プラントなどの

収益性のある施設にかかります収支状況と利用状況を上げております。 

７２ページでは基金の状況を、５月末の出納閉鎖後の状況で報告いたしております。 

なお、決算書の３４６、３４７ページに積立金に示しておりますが、これは財産であるため年

度末の状況であります。しかしながら振替運用などわかりがたい報告となっておりますので、改

めて再掲としております。 

７３ページ以降は、簡易水道特別会計と水道事業会計、下水道特別会計、農業集落排水特別会

計の決算規模等の比較表を示し、前年度と比較しております。それぞれの収支はもちろんのこと、

使用料の徴収状況や年度内実施工事の概要も上げておりますので、これらにつきましてもご参考

にしていただきたいと思います。 

最後に、決算書の３３７ページから３５１ページにかけて、財産に関する調書をつけておりま

すので、ご覧いただきたいと思います。大変多くの財産があり、今後の有効活用や適正管理が大

きな課題であるというふうに認識いたしております。 

以上、簡単にご説明申し上げましたが、平成１８年度一般会計及び特別会計の決算の概要でご

ざいます。 

後ほど各担当課長等からも説明を申し上げますので、よろしくご審議いただきますようお願い

いたします。 

議  長（糸井満雄） それでは引き続き、各課長からの説明を求めます。 

大下総務課長。 

総務課長（大下 修） それでは決算書に基づきまして、総務課関係から各課長が順次、所管の決算概要

につきまして、簡単にご説明を申し上げますが、会計別順、費目別順の説明とはなりませんので、

ご了承をお願いいたします。 

まず、一般会計の決算の歳入でございますが、３０ページ、３１ページをお開きください。 

中段の消防費国庫補助金の総合流域防災事業費補助金は、洪水ハザードマップ作成にかかるも

のでございます。 

３９ページの中段に、消防費府補助金でも洪水ハザードマップ作成事業費補助金を受け入れて

おりまして、国・府・町それぞれ３分の１の経費負担で策定をいたしました。 

次に、４０ページ、４１ページの総務費委託金では、選挙費委託金や統計調査費委託金。 

それから４２ページ、４３ページの財産収入では土地建物の財産を貸し付け、収入をいたして

おります。 

次に、歳出でございますが、５６、５７ページをお開きください。 

議会費は議員報酬、職員人件費などが主な経費でございまして、議会運営上必要な経費を執行

をいたしております。 

５８、５９ページから総務費でございます。６１ページに一般管理費にかかる職員人件費を掲

載をしておりますが、特別会計、企業会計を含めました一般職員数は、年度当初では３２０名で

ございましたが、年度末では３１７名ということで、年度中に３名の退職がございました。 

それから６３ページの中段でございます防犯対策事業は、平成１８年５月２８日に与謝野町防



－39－ 

犯推進協議会を設立していただき、住民による自主防災意識の高揚を図るべく、その活動を支援

するため補助金を５８万円交付をいたしました。 

それから６５ページからの合併記念式典開催事業は、合併記念式典を平成１８年９月３日に知

遊館で開催し、合併功労者総務大臣表彰感謝状贈呈や、８月４日に町の花木選定委員会で決定を

していただきました、町の花、ヒマワリ、町の木、ツバキを披露いたしました。また、合併１周

年記念事業を平成１９年３月２１日に野田川ワークパルで開催し、２月１日に町歌選定委員会で

決定をしていただきました町歌の披露や、町の木の記念植樹を行っております。 

それから７０ページ、７１ページからの財産管理費では、３庁舎の維持管理費用や普通財産の

費用、それからマイクロバスの運行事業などの経費を執行しております。 

７５ページの施設一般管理事業の工事請負費は、岩滝地域にございます福祉センター屋根の改

修事業が主なものでございまして、現在この福祉センターには、天の橋立訪問看護ステーション

と岩滝長寿会連合会の事務所として貸与しております。 

７７ページ、財産管理費一般経費の備品購入費は、３庁舎に備えつけましたＡＥＤ、自動体外

式除細動器３台を購入し、同時に他の費目でも購入をしておりまして、総数で２４台のＡＥＤを

小中学校を含む公共施設に配備をいたしました。 

次に、１００ページ、１０１ページからの選挙費でございます。１０２ページ、１０３ページ

は、平成１８年４月９日に執行されました知事選挙の１８年度分経費、それから平成１９年４月

８日に執行されました府議会議員一般選挙の１８年度分経費、それから次の１０４、１０５ペー

ジは、平成１８年４月１６日に執行されました町長、町議会議員の設置選挙の経費、それから

１０６、１０７ページは、平成１８年７月２３日に執行されました農業委員会委員選挙の執行経

費でございます。 

その下の統計調査費につきましては、ほとんどが指定統計の調査経費でございます。 

それから１０８、１０９ページからの監査委員費は、委員報酬や監査事務費などが主な経費で

ございます。 

次に、２４６ページ、２４７ページからの消防費でございますが、常備消防組合負担金の算出

基礎額でございますが、１８年度は旧３町分を基礎として計算をし、分担金を支出しております。 

それから非常備消防費の２４９ページでは、消防団員３６５名の報酬など、それから退団者

３０名の報償金、それから火災訓練、点検広報等の費用弁償の経費が主なものでございますが、

備品購入費で防火服３５着を購入し、加悦方面隊に配備をいたしております。 

２５１ページの全国消防操法大会出場事業は、８月６日に開催されました京都府消防操法大会

の小型ポンプ操法の部で岩滝方面隊が優勝し、１０月１９日、兵庫県三木市で開催されました全

国大会に出場した経費でございます。 

消防施設費の２５３ページの工事請負費でございますが、４０立米の防火水槽を加悦、野田川

地域に１基ずつの計２基、それから消火栓を新設６基、更新４基、それから備品購入費では小型

動力ポンプ付積載車を２台更新し、加悦第２分団と第３分団に配備をいたしております。 

消防施設費一般経費の消耗品はホース、それから修繕料の内容は、消防車両や防火水槽のフェ

ンス、サイレン、詰め所等の修繕が主でございます。 

２５４ページ、２５５ページからの災害対策費では、防災行政無線維持管理事業の工事請負費
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で、老朽化による野田川地域の地蔵山局、亀山局の整備事業を行いました。 

災害対策資機材整備事業では、毛布、アルファ米、給水式土のう等を購入し、３庁舎に備蓄を

いたしております。 

地域防災計画策定事業では、加除式の計画書を５００部、それから２５７ページの防災マップ

は１万部、それから国民保護計画書は１６０部策定をしまして、策定委員さんや全戸配布、自治

会など必要と思われる方々に、それぞれ配布をいたしております。 

災害対策費の一般経費の負担金で、２５９ページの一番上段から２番目でございますが、京都

府衛星通信系防災情報システム整備負担金は、京都府が事業主体となり、府下一斉に整備された

ものでございまして、本町では本庁舎に衛星系通信システム設備と、３庁舎に地上系通信システ

ム設備を整備し、経費の負担割合は、府・町それぞれ２分の１の負担となっております。 

次に、５７３ページをお開きください。財産区特別会計決算でございます。 

５８０ページ、５８１ページに歳入の内訳、それから５８２ページから５８５ページの歳出で、

それぞれの財産区へ支出を計上しておりまして、５８６ページの実質収支に関する調書に記載し

ておりますとおり、歳入歳出差引額は０円でございます。 

以上、はなはだ簡単ではございますが、総務課所管決算の概要説明とさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） 今休憩という声が出たようですけどいかがですか。 

（「賛成」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 一応きりがついたとこで、休憩を１５分間とりたいと思います。 

今２０分でございますので、３５分まで休憩といたします。 

それでは暫時休憩します。 

（休憩 午後２時２０分） 

（再開 午後２時３５分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き、課長からの説明を求めます。 

吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） それでは平成１８年度の決算、企画財政課の所管分につきまして、ご説明を

申し上げます。 

まず、歳入からでございますけれども、決算書の１６ページ、１７ページをお開き願います。 

第２款の地方譲与税でございますが、３譲与税を合わせまして２億６，７１９万１，０００円

を収入いたしております。 

それから第３款、利子割交付金は１，０２２万８，０００円、第４款、配当割交付金は

８９１万８，０００円、第５款、株式等譲渡所得割交付金は８９５万４，０００円、第６款、地

方消費税交付金は２億６，５４９万８，０００円を収入いたしております。 

次に、１８ページ、１９ページでございますが、第７款、自動車取得税交付金は７，０６０万

９，０００円、第８款、地方特例交付金は４，２１５万３，０００円を収入いたしております。 

第９款、地方交付税でございますけれども、４６億５，９０４万４，０００円を収入いたして

おりますが、内訳は普通交付税が４０億７，５２３万８，０００円、特別交付税が５億

８，３８０万６，０００円でございます。普通交付税を１７年度と比較いたしますと
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３，５１９万６，０００円の減、特別交付税は６，３０７万４，０００円の増という数字になっ

ております。 

第１０款、交通安全対策特別交付金は３４９万１，０００円を収入いたしております。 

次に、２８ページ、２９ページをお開き願います。 

国庫支出金、国庫補助金の第１款、総務費国庫補助金でございますが、合併市町村補助金

９，６８７万５，０００円収入いたしております。総合計画の策定事業、管理システム機器整備

事業などの事業に交付を受けたものでございます。与謝野町への配分予定額は３億３，０００万

円で、１８年度の配分額は１億９，８００万円でございますが、１億６３万６，０００円は

１９年度に繰越明許を行っているということでございます。 

次に、３４ページ、３５ページをお開き願います。 

府支出金、府補助金の第１款、総務費補助金で、住民自治支援事業費補助金を４３９万

３，０００円収入いたしております。各自治区で実施されました集会所の整備費等につきまして、

未来づくり補助金の交付を受けたものでございます。未来づくりの補助金の交付総額は

８，９９１万２，０００円でございます。 

次に、５０ページ、５１ページをお開き願います。 

諸収入の雑入でございますが、備考欄上から３行目に、自治宝くじ市町村等交付金を

１，４６３万９，８１１円収入いたしております。財団法人京都府市町村振興協議会から、宝く

じ収益金の配分を受けたものでございます。 

その下では自治宝くじ助成金を６１０万円収入いたしております。石川区の備品整備、藪後、

下山田区の祭り備品等の整備事業に対しまして、宝くじ一般コミュニティの助成金を受けたもの

でございます。 

５２ページ、５３ページをお開き願います。 

第２０款、町債は、総額１５億２，９１０万円を借り入れいたしております。合併特例債等の

借り入れ状況につきましては、後ほど資料を出させていただきたいというふうに思っております。 

以上が歳入でございます。 

次に歳出でございます。６８ページ、６９ページをお開き願います。 

総務費の第３目、文書広報費でございますが、２１５万４，３７５円の支出済額となっており

ます。広報紙等の印刷代が主なものでございます。 

第３目、財政管理費は４９３万８，７３０円を支出いたしております。財務会計システムサポ

ート負担金などでございます。 

７６ページ、７７ページをお開き願います。 

第６目、企画費でございますが、２億２，１４７万２，０００円余りを支出いたしております。

７８ページ、７９ページで掲載いたしておりますように総合計画の策定事業、自治振興補助金の

交付、男女共同参画の計画づくり、町政要覧作成事業など、８０ページ、８１ページでは地域振

興基金への積立金などを支出いたしたものでございます。 

第７目、人材育成費は、２６万９，８９０円を支出いたしております。８２ページ、８３ペー

ジに掲載いたしておりますように、ふるさと人づくり研修補助金などの交付を行ったものでござ

います。 
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第８目、国際交流費は、２４０万２，０００円余りを支出いたしております。アベリスツイス

との交流事業に支出したもので、１８年度は当町から派遣する順番で高校生６名、町長と事務局、

計８名がアベリスツイスを訪問いたしました。 

第１０目、情報システム費は、４，０５６万４，０００円余りを支出いたしております。電算

システム管理運営にかかわる経費でございまして、システム機器保守委託料、パソコンリース料

などでございます。 

８４ページ、８５ページの第１１目、地域情報推進費は、１，２５９万円余りを支出いたして

おりますが、地域イントラネット管理運営にかかわる経費でございまして、保守委託料などの支

出でございます。 

９０ページ、９１ページをお開き願います。 

第１４目、地域交通対策費でございますが、地方バス路線運行維持支援事業で、生活交通路線

維持費補助金を３，６１６万円支出いたしております。内訳は加悦フェローラインが９４９万円、

丹後海陸が６６７万円でございます。 

９２ページ、９３ページをお開き願います。 

北近畿タンゴ鉄道利用促進対策事業は、２，６６１万円余りを支出いたしております。赤字補

てんの経営対策基金拠出金につきましては、１，９９９万９，０００円を支出いたしております。

地域交通対策事業は３４万８，０００円余りを支出いたしておりますが、与謝野町公共交通のあ

り方検討委員会を立ち上げ、将来の与謝野町内の住民の足確保対策について協議をいただいたと

ころでございます。 

以上が、一般会計でございます。 

次に、４７７ページからの土地取得特別会計決算についてご説明を申し上げます。 

４８６ページ、４８７ページの歳出でございますが、第２款公債費は１２９万９，０００円余

りを支出いたしております。土地開発公社で先行買収している用地の利子を支払いいたしたもの

でございます。 

第３款、諸支出金は、土地開発基金への積立金１２万１，７３２円を支出いたしております。 

以上が、土地取得特別会計でございます。 

以上で、企画財政課所管分の決算の概要説明とさせていただきます。足らない部分につきまし

ては、後ほどの質疑でお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 和田加悦地域振興課長。 

加悦地域振興課長（和田 茂） それでは、加悦地域振興課が所管をいたしております有線テレビの管理

費につきまして、簡単にご説明を申し上げます。 

ページで申し上げますと８４ページ、８５ページをお開きいただきたいというふうに思います。 

有線テレビ管理費につきましては、４，３４３万６，０００円の決算額となっておりまして、

前年度と比べまして８０万３，０００円、１．９％の増となっております。なお、翌年度繰越額

といたしまして２，２０９万円、翌年度に繰り越しをさせていただいております。これにつきま

しては地上デジタル放送の開始に向けました事業を繰越事業として、本年度現在、事業を進を

させております。 

次に、８７ページの中段でございます。有線テレビ施設管理費でございますが、ここでは主に
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有線テレビ事業に必要な経常的な経費を執行いたしておりまして、１３節、委託料では、ケーブ

ル等の保守管理委託料ですとか、利用料システムの保守管理委託料など１３８万６，０００円、

ケーブルを張りめぐらすために借用をいたしております関西電力、並びにＮＴＴの柱の使用料な

ど２７５万７，０００円が主なものとなっております。 

１枚めくっていただきまして、有線テレビ番組制作事業では、主に倍組制作のための経費を執

行いたしております。中でも番組づくりのために取材等お世話になっております臨時職員の１名

の方の賃金として１９９万４，０００円、録画用のテープですとか、毎月発行いたしております

番組ガイドの印刷経費などを６４万９，０００円執行させていただいております。 

また、同ページの中段、有線テレビのインターネット事業では、インターネットサービスを行

うための経費の執行といたしまして、ＫＤＤＩあるいはＮＴＴ回線の通信料に５２７万

４，０００円を、また、スタジオに設置しておりますネットワーク機器の保守委託料などに、

５４８万５，０００円を執行いたしております。 

次に、歳入の主なものにつきまして、ご説明を申し上げたいと思います。２３ページにお戻り

いただきたいというふうに思います。 

中段ぐらいに総務費使用料というところで、企画情報使用料がございます。有線テレビの主な

収入といたしましては、有線テレビあるいはインターネットの使用料ということになっておりま

す。決算額は３，３０９万８，０００円で、徴収率は９６．７％となっております。滞納繰越分

を合わせまして１１０万円余りの未収金がございます。今後は、これまで以上に徴収率のアップ

に努めてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしたい

というふうに思います。 

以上が、有線テレビ事業の１８年度決算の主な内容でございます。 

十分ご審議いただきまして、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 日高税務課長。 

税務課長（日高勝典） それでは税務課所管分について、ご説明を申し上げます。 

歳入からご説明を申し上げたいと思います。決算書の１４、１５ページをお開きください。 

１款、町税でございますが、町民税から都市計画税までの調定額は１８億７，５４８万

４，０７３円、これに対します収入額は１７億３，５３１万４，４６８円でございまして、差引

未収額は１億４，０１６万９，６０５円となっております。収入歩合は９２．５３％となってお

りまして、未収額から不納欠損処分額の２１９万４，５３７円を差し引きました収入未済額、

１億３，７９７万５，０６８円が１９年度への滞納繰越額となります。前年度と比較いたしまし

て収入歩合は０．１％のダウン、滞納繰越額は５４５万２，３１２円の増となっております。 

これの内訳でございますが、現年度分の調定額は１７億４，２７７万９，３１７円、収入額が

１７億１，１４７万１，１２６円で、差引未収額は３，１３０万８，０９１円でございます。収

入歩合は９８．２０％で、前年度対比０．２４％のアップとなっております。滞納繰越分の調定

額は１億３，２７０万４，７５６円、収入額が２，３８４万３，３４２円で、差引未収額は１億

８，８６１万１，４１４円でございます。収入歩合は１７．９７％で、前年度対比０．２５％の

ダウンとなっております。 

次に、国民健康保険特別会計の方へまいります。５１４、５１５ページをお開きください。 
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第１款、国民健康保険税でございますが、一般被保険者、退職被保険者にかかります保険税の

調定額は８億８，５１８万２，７１７円、これに対します収入額が６億９，８２９万

１，３８３円で、差引未収額は１億８，６８９万１，３３４円となっております。収入歩合は

７８．８９％となっておりまして、未収額から不納欠損処分額３９３万２，５６０円を差し引き

ました収入未済額１億８，２９５万８，７７４円が、１９年度滞納繰越額となります。前年度と

比較いたしまして、収入歩合は０．３５％のダウン、滞納繰越額は１，４０６万４５７円の増と

なっております。 

これの内訳でございますが、現年度分の調定額は７億７，１８３万３，３００円、収入額が

６億７，５６７万７，９９５円で、未収額は４，１５０万５，３０５円でございます。収入歩合

は９４．２１％で、前年度対比０．７４％のダウンとなっております。滞納繰越分の調定額は

１億６，７９９万９，４１７円、収入額は２，２６１万３，３８８円で、差引未収額は１億

４，５３８万６，０２９円でございます。収入歩合は１３．４６％で、前年度対比２．２６％の

ダウンとなっております。 

町税と国民健康保険税を合わせますと、調定額が２７億６，０６６万６，７９０円、収入額は

２４億３，３６０万５，８５１円、差引未収額は３億２，７０６万９３９円でございます。収入

歩合は８８．１５％でございます。未収額から不納欠損処分額６１２万７，０９７円を差し引き

ました３億２，０９３万３，８４２円が、１９年度滞納繰越額となります。前年度と比較いたし

ますと、収入歩合は０．３４％のダウン、滞納繰越額は約１，９５０万円の増となっております。 

以上が、歳入でございます。 

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。戻っていただきまして、９６、９７ページを

お開きください。 

１款、総務費、２項、徴税費、２目、賦課徴収費の１３節、委託料で、１，１８０万

４，１００円支出しております。備考欄に、固定資産税評価業務の１８年度の固定資産税の評価

額を更新するための固定資産税評価更新業務委託料ほか委託料９８１万９，６００円、それから

賦課徴収費、一般経費の中段でございますが、集合徴収から税目ごとへの徴収の切りかえに伴う、

システムの変更にかかりますプログラムネットワーク設定委託料１９８万４，５００円でござい

ます。 

以上、簡単でございますが、税務課所管分のご説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただきご承認いただきますように、よろしくお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 藤原住民環境課長。 

住民環境課長（藤原清隆） 続きまして、住民環境課所管分の決算につきまして、ご説明申し上げます。 

１３１ページをお開きください。 

３款、民生費、５目、社会福祉施設管理費の算所会館管理運営事業にかかります実績でござい

ますが、デイサービス事業が４８回、延べ４９１人、食生活改善講習会等の地域交流支援事業が

３３人、会館の利用が３９９回、延べ４，１２３人となっております。 

次に、１６０ページをお開きください。 

４款、衛生費、４目、斎場費の阿蘇霊照苑管理運営事業ですが、１１節、需用費の修繕料は火

葬炉制御盤のシステム部品の交換修理４６万７，２５０円ほかでございます。 
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また、１５節の工事請負費７８万６，４５０円は、火葬炉の１号炉と２号炉のセラミック、断

熱材でございますが、これの張りかえ工事でございます。 

次に、１６５ページをお開きください。 

４款、衛生費、１目、清掃総務費のごみ処理計画策定事業３３３万９，０００円ですが、与謝

野町の一般廃棄物処理計画、災害廃棄物処理計画を策定したものでございます。 

次に、１６７ページをお開きください。 

一般廃棄物処理委託事業の１３節、委託料の廃棄物広域処理委託料１億９０万１，７２１円は、

宮津市清掃工場の委託料ですが、運営経費の見直しによりまして与謝野町の委託料が前年度より

９０６万５，０００円の減でございます。 

また、１９節の負担金補助及び交付金の宮津市清掃工場周辺地域健康対策基金積立金４９０万

３，８００円は、１３年度から関係市町で年１，０００万円ずつ基金に積み立てをしてまいりま

したが、１８年度で終了でございます。なお、これに伴います健康診断等の支出実績は、現在の

ところございません。 

次に、同じページの廃棄物処理施設管理運営事業の１１節、需用費の修繕料６５９万

３，９８４円ですが、野田川最終処分場の落雷に伴います記録計等の修繕３１５万円。それから

岩滝最終処分場の焼却炉の修繕９３万１，３５０円ほかでございます。 

次に、１６９ページをお開きください。 

１５節、工事請負費１８９万９，４５０円の内訳でございますが、野田川最終処分場の遮水シ

ート補修工事１４１万７，５００円、加悦奥グラウンドゴルフ場整備工事４８万１，９５０円で

ございます。 

次に、同じページの野田川衛生プラント管理運営事業の１１節、需用費の修繕料４５７万

９，２２０円でございますが、汚泥発酵乾燥機のローラーの修繕１３６万５，０００円、使用中

のごみを破砕する切り刃等の交換９４万８００円等でございます。 

次に、次のページの野田川環境衛生プラント施設整備事業の１５節、工事請負費３，４５８万

９，９０５円ですが、設置後１９年を経過をしまして老朽化が著しい焼却炉の撤去工事に

９９７万５，０００円、発酵乾燥機から粉塵汚泥の漏えいを防止する汚泥発酵乾燥機改良工事に

９１６万６，５００円、昭和６１年に設置をいたしましたブロア制御盤の老朽化に伴います更新

工事に３８６万４，０００円等、９件の施設整備を実施したものでございます。 

次に、歳出につきまして、ご説明を申し上げます。 

２３ページをお開きください。 

３目、衛生使用料、２節、清掃使用料の野田川衛生プラント使用料１，７７９万３８６円、そ

れから２７ページの３目の衛生手数料、２節の清掃手数料のくみ取り手数料の現年度分

９，５４９万９２０円と、滞納繰越分１１万７，８８０円を合わせますと、前年度より６５６万

２，０００円の減の１億１，３３９万９，０００円で、最大の平成８年度と比較しますと約

４，３６０万円の減となっております。その他阿蘇霊照苑の火葬炉の整備事業、それからし尿処

理収集車の購入事業、衛生プラント施設整備事業、野田川最終処分場整備事業に伴いまして、そ

れぞれ補助対象事業費の２分の１の補助金を受け入れております。 

以上で、住民環境課所管分の決算説明とさせていただきます。 
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よろしくご審議いただきご承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） 福祉課の所管分について、ご説明申し上げます。 

一般会計の歳入からご説明申し上げますので、決算書の２０、２１ページをお開きください。 

１１款、分担金及び負担金、２項、負担金、２目、民生費負担金の２節、児童福祉費負担金の

保育料の徴収率は、一般分の現年度分９８．８６％、滞納繰越分１６．５０％で、不納欠損額

２０５万７，４８６円は、平成１３年度以前の滞納繰越分１２名につきまして、消滅時効により

不納欠損処分を行ったものでございます。 

また、収入未済額６６８万８，５１０円の内訳でございますが、現年度分が１６名、１９４万

６，０００円、滞納繰越分が２８名、４７４万２，５１０円でございます。 

次に、歳出につきまして、ご説明申し上げますので、１１０、１１１ページをお開きください。 

３款、民生費、１項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費の一番下から１１３ページにかけて

の暮らしの資金貸付事業は、基金に利子分２，０３９円を繰り出しておりますが、年度末の貸付

額は２０７件、２，１９４万１，０００円となっております。 

その下の社会福祉施設等従事者就学資金貸与事業は、旧野田川町で貸し付け決定を行ったもの

で、２名に６０万円を貸し付けております。１８年度が最終の貸し付け年度でございまして、年

度末の貸付額は１２名、６２５万６，０００円。このうち４名、９６万６，０００円が未収にな

っております。 

１１４、１１５ページをお開きください。 

２目、障害福祉費の支出済額は４億２，６４７万３，０００円で、障害者自立支援法の施行に

伴い低率負担１割の導入、新サービス体系への移行、報酬単価の引き下げなどによりまして、

１１７ページの障害福祉サービス事業は、前年度費２，６１３万円減額の２億４，９０１万

８，０００円を支出しております。 

１２１ページの障害者福祉計画策定事業３１６万３，０００円、障害程度区分認定等事業

１８４万３，０００円、１２３ページの共同作業所食事助成事業７３万９，０００円などは新規

に実施を行った事業でございます。 

３目、高齢者福祉費の支出済額は３億４，２３５万１，０００円で、前年度比７，０３０万円

の減額となっておりますが、移送サービス事業が社会福祉協議会の独自事業になったこと、地域

包括支援センターの設置に伴い、在宅介護支援センター委託料を減額したこと、在宅介護者激励

金の支給、給食サービス事業など、介護保険特別会計への地域支援事業費に組みかえて支出をし

たことなどが、主な要因でございます。 

１３３ページから１３５ページにかけての５目、社会福祉施設管理費の岩滝ふれあいセンター

管理運営事業では、玄関ホールドア改修工事、ホール及び機能回復訓練室の空調整備工事費など、

総額１，０３９万５，０００円を支出しております。 

１３７ページをお開きください。 

２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務費の児童手当支給業務でございますが、児童手当が小

学校第３学年終了前から小学校終了前までに引き上げられたことにより、前年度比３，５１８万

円増額の１億７，０５４万８，０００円を支出しております。 
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１３９ページをお開きください。 

児童生徒医療事業は、昨年１１月から償還払いを現物給付に改正しましたので、前年度比

１，０７９万円増額の３，０４３万４，０００円を支出しております。 

１４１ページをお開きください。 

児童遊園地建設事業は、土地開発基金からの土地の買い戻しなど、総額１，５６７万

３，０００円を支出しております。 

１４５ページをお開きください。 

２目、児童福祉施設費の保育所整備事業では、桑飼保育園の耐震補強工事、進入路及び駐車場

整備工事、岩屋保育所の下水道接続工事など、総額２，０２２万６，０００円を支出しておりま

す。 

引き続き、介護保険特別会計の事業勘定につきまして、ご説明申し上げます。 

４４２、４４３ページをお開きください。 

１款、保険料、１目、第１号被保険者保険料の１節、現年度分特別徴収保険料の徴収率は

１００％で、収入未済額の欄のマイナス４９万３，２７０円は、死亡や転出などにより還付すべ

きところを還付ができておりませんので、未還付金を計上しているものでございます。 

２節、現年度分普通徴収保険料は徴収率９２．８８％で、収入未済額２８２万１，０８０円に

は、未還付金５万５００円を含んでおりますので、実質の未収金は１０９名、２８７万

１，５８０円でございます。 

３節、滞納繰越分普通徴収保険料の徴収率は３２．２９％で、不納欠損額４３５万

４，９１５円は、平成１５年度以前の滞納繰越分２４８名につきまして、消滅時効により不納欠

損処分を行ったものでございます。また、収入未済額２７１万６，５１０円は、未納者１７３名

となっております。 

４４８、４４９ページをお開きください。 

１款、総務費、３項、介護認定審査会費は与謝野町分１，６０８件、伊根町分３０７件の審査

を行い、関連経費２，０８９万３，０００円を支出しております。 

４５０、４５１ページをお開きください。 

２款、保険給付費は、要介護認定者９６８名、要支援認定者２７９名に対する介護サービス等

の給付に、前年度より１，３６３万円増の１７億１，１０４万９，０００円を支出しております。 

４５６、４５７ページをお開きください。 

３款、地域支援事業費ではリハビリ教室、物忘れ予防教室などの介護予防事業、地域包括支援

センターを中心とした包括的支援事業のほか、給食サービス事業、在宅介護者激励金の支給など

の任意事業を実施し、２，８３３万円を支出しております。 

次に、サービス事業勘定でございますが、４７２、４７３ページをお開きください。 

歳入の１款、サービス収入は、地域包括支援センターが取り扱いました要支援認定者の介護予

防ケアプランの作成収入でございます。 

４７４、４７５ページの歳出の２款、事業費は、介護予防ケアプランの作成を、岩滝あじさい

苑ほか７事業所に委託をしたものでございます。 

以上、簡単ではございますが、福祉課所管分の説明とさせていただきます。 
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議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） それでは続きまして、保健課が所管しております項目につきまして主なもの、ま

たは昨年度と比較しまして異なるものについて、ご説明を申し上げたいというように思います。

説明させていただきますのは一般会計、国民健康保険特別会計、そして老人保健特別会計でござ

います。 

まず、決算書の１１３ページをご覧ください。 

３款、民生費でございます。この備考欄の右下の方に、母子、父子福祉医療事業といたしまし

て１，８６４万４，９９８円の執行をいたしております。 

ページが変わりまして、１２１ページをご覧ください。 

この中ほどに障害者福祉医療事業としまして４，２５８万３４２円、その下に重度心身障害老

人健康管理事業３，８３０万３，８６５円というのがそれぞれございますが、これらにつきまし

ては、母子、父子の方でありますとか、また障害を持たれた方などの医療費助成として、それぞ

れ支援させていただいたものでございます。 

次に、１２７ページを開いてください。 

この中ほどに老人保健医療事業というのがございます。この中の１９節、負担金補助及び交付

金でございますが、この中に後期高齢者医療市町村分賦金２７万９，５６４円がございますが、

これにつきましては、後期高齢者広域連合経費に対する分賦金でございまして、かかった費用を

京都府下すべての市町村で按分して、与謝野町が負担したものでございます。 

この民生費の中では、このほかにも国民健康保険特別会計、また老人保健特別会計への繰出金

として、合計で３億６，４６８万４，４４６円といった大変大きな金額を執行いたしております。 

続きまして、４款、衛生費でございます。ページは、１５５ページをおき開きください。 

この右上の１３節、委託料といたしまして、４，９６４万８，５７８円がございます。これに

つきましては住民検診、がん検診をすべて無料で行ったものでございまして、基本検診の受診者

数は合併前と比較しまして、４０歳以上では１９％アップをいたしておりまして、多くの方に受

診いただいております。 

このほかに衛生費の中では、妊婦健診でありますとか健康づくり事業、予防接種、さらには休

日応急診療所等の費用を執行いたしまして、町民の健康づくりや子供の健やかな成長を守るため

の多くの事業を行ってまいりました。 

歳入につきましては、障害者医療等の福祉医療や基本検診費用に対しましては、国や府から一

定の補助を受けて事業を実施しております。 

以上が、一般会計における保健課の主な内容とさせていただきます。 

続きまして、国民健康保険特別会計についてご説明を申し上げます。 

ページは、５３６ページでございます。 

この５３６ページ、歳入総額が２５億５，１５９万１７５円、そして歳出総額が２５億

４，７９７万３，７５２円、差し引き３６１万６，４２３円の黒字決算ということになっており

ます。しかし、この平成１９年９月、ことしの９月いっぱいまで、７５歳までの前期高齢者の方

を国民健康保険がすべてカバーしていくということになっておりますので、対象者がふえ続ける

ということでありますので、ここのページ、５２５ページをお開きください。 
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５２５ページの一番下の左のところに、合計金額１７億４，３３４万６，０５２円、これが保

険給付費でございますけれども、これは１７年度と比較しまして９．４％の大きな伸びとなって

おります。 

この国民健康保険特別会計はご承知のとおり、医療費の動向により収支が大きく変化する性格

のものでありまして、今後も疾病の予防事業や総合健診の無料化等により、病気の早期発見、早

期受診勧奨によりまして、保険給付費の削減に努めるとともに、また、国保税の収納につきまし

ても、努力してまいりたいというように思っております。 

次に、国保勘定の直診勘定について、ご説明を申し上げます。 

ページは、５５６ページでございます。 

直営診療所施設勘定につきましては、歳入総額７，３４６万７，２５５円、歳出総額が

６，６７７万８２６円で、差し引き６６９万６，４２９円の黒字決算となっております。 

１８年度中の患者数を見てみますと、年度当初、１８年４月には４月の１カ月の患者数が

２８６名であったものが、年度末、平成１９年３月には４５０人に、１．６倍にふえております。

多くの患者さんにご利用いただいております。 

しかしながら歳入のうち、一般会計からの繰入金が２，３８１万５，０００円もあることから、

今後につきましては一般会計の繰入額がなるべく少なくなるように、一生懸命経営努力を進めて

まいりたいというように思っております。 

続きまして、老人保健特別会計の説明をさせていただきます。 

ページにつきましては、５７２ページをお開きください。 

この歳入総額が２２億９，３２８万７，７０３円、歳出総額が２３億３，６７３万

６，９８５円でございまして、差し引き４，３４４万９，２８２円の赤字決算となりました。 

この不足分につきましては、１９年度からの繰上充用で対応いたしましたけれども、原因につ

きましては、国からの補助金についてが減額交付されるということになりましたので、これが大

きな要因ということになっております。 

この会計につきましては、支払基金や国、府、町が応分の負担をいたしておりますので、赤字

となりましても次年度におきまして、すべて精算措置がとられるということになっております。 

本年度の医療諸費につきましては、５６９ページをお開きください。 

５６９ページの左上、支出済額のところでございますけれども、２３億１，９８１万

２，７１９円というのがございますが、これは昨年度と比較しまして７．７％の増となっており

ます。この老人保健特別会計につきましては、亡くなられた方等によりまして人数が減ってきた

にもかかわらず、医療費が大きく伸びたという原因につきましては、入院患者の方の医療費が伸

びたということが、大きな要因になってございます。 

以上、保健課が所管しております１８年度決算にかかる概要説明とさせていただきますので、

よろしくご審議賜りご承認いただきますよう、お願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 浪江農林課長。 

農林課長（浪江 学） それでは農林課所管分につきまして、特徴的な点に絞ってご説明を申し上げます。 

歳入につきましては、歳出の中で一括してご説明をさせていただきます。 

なお、金額につきましては、１，０００円未満を略させていただきますので、ご了解をいただ
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きたいと思います。 

また、決算参考資料でございますが、農林水産業費につきましては、５３ページから５７ペー

ジに、また、災害復旧費については６７ページに詳しく掲載をさせていただいておりますので、

参考にご覧いただきたいと思います。 

それでは決算書のページに沿って、ご説明を申し上げます。 

まず、１７４ページをお開きください。 

６款、農林水産業費でございます。１項、農業費の１目、農業委員会費は、１７７ページにか

けまして、総額で２，４６５万６，０００円支出しております。 

主なものとしましては、職員２名分の人件費、委員２６名の報酬などのほか、農家台帳管理事

業で３町を一本化した農地基本台帳システムの構築に、２６４万６，０００円の委託料を支出い

たしております。 

次に、１７８ページ、下の部分から１８５ページまでが、３目、農業振興費でございます。 

主なものを申し上げますと、１８１ページ下に、水稲共同防除事業で無人ヘリコプター防除に

対する２０％の補助金、２１６万９，０００円を交付いたしております。また、自然循環農業推

進事業で、大豆の生産振興や、京のまめっこ肥料購入補助など１，２２４万９，０００円を支出

し、これにつきましては、未来づくり交付金５０％を歳入いたしております。 

また、１８３ページには、中山間地域等直接支払い交付金を１６集落、３１６ヘクタールを対

象に４，４８２万６，０００円支出し、うち町負担割合は２５％でございます。 

１８５ページでございますが、京の米産地づくり事業及び京の稲作担い手緊急支援事業は、い

ずれも府の新規事業を活用したものでございます。 

京の米産地づくり事業は１１６万円支出しており、ソフト部分では府の５０％補助を受け、京

のまめっこ米の食味コンクール出店や専用米袋の作成など、また、ハード部分におきましては、

府の補助によります４０％の肥料散布機械の購入補助を行ったものでございます。 

京の稲作担い手緊急支援事業は、申請のありました４組合、１法人に対して、コンバインやト

ラクターなど稲作用機械の府補助分、３分の１を補助いたしたものでございます。 

次に、４目、農地費でございますが、１８７ページをお開きください。 

農業用施設管理事業で、蛇谷堰堤浚渫工事負担金を３３３万１，０００円支出しております。

農業用水管理分として上水道会計へ２分の１を負担したものでございます。 

その下、農業用施設整備事業では、工事請負費を２，２７７万３，０００円支出しております。

岩屋森ノ下水路、香河日晩寺下農道舗装、温江堀池用水路の改良工事を、府の補助４０％を受け

て実施したものでございます。 

次に、１９０ページをお開きください。 

７目、農業施設管理費は、１９３ページにかけまして８つの施設の決算を計上しております。 

直営の施設であるもの、昨年９月１日から指定管理施設に移行したものがございます。 

この中で、冷凍米飯加工施設管理運営事業で設計監理委託料を３２２万３，０００円、工事請

負費を１，７９６万円支出しております。駐車場の整備、並びに加工室等の増設工事を行い、一

部１９年度に繰り越しを行いまして、本年５月末には完成をしたものでございます。 

また、リフレかやの里管理運営事業で、管内の冷暖房施設や脱衣場、廊下などのリフレッシュ
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工事として、工事請負費１，２７７万８，０００円を支出し、これにつきましては、５０％の未

来づくり交付金を歳入しております。 

次に、２項、林業費の２目、林業振興費でございますが、１９７ページをお開きください。 

まず、有害鳥獣対策事業は、処理手数料を１２３万円支出しております。シカ、イノシシを

２４６頭、前年の２倍に当たります頭数を駆除していただいております。 

また、補助金では、防除施設設置事業補助金を２４０万４，０００円を支出しております。

８地区、１，２８０メートルの電気柵を、府の補助５０％を受け、地元には６０％を補助させて

いただいたものでございます。 

また、そのページ下の林道等整備事業は、工事請負費を５，７９８万５，０００円支出してお

ります。下谷林道改良工事を府の補助６５％を受けて行ったもので、平成１７年度からの繰越分

１４４０メートルを含んでおります。 

１９９ページの中ほどに、災害に強い森づくり事業で１，４００万円を支出しております。 

台風２３号災害を受けた府の新規事業でございまして、事業費全体を委託金として町が受けて

行いますもので、香河、温江、与謝３カ所の治山ダムの浚渫を行ったものでございます。 

２００ページから２０３ページにかけましては、３目、林業施設管理費として、２つの施設の

決算を計上しております。いずれも直営施設でございます。 

最後に、１１款、災害復旧費でございますが、３２８ページから３３１ページに計上しており

ます。 

農業用施設災害復旧事業は１４件で、１，７０９万４，０００円、農地災害復旧事業は２２件

で、２，２８９万８，０００円、林業用施設災害復旧事業は９件で、１，９５３万６，０００円、

農業災害復旧事業は９件ほかで８７１万円、それぞれ支出をいたしております。一部を除きまし

て、大部分は台風２３号災害によるもので、３年目の最終年度となる平成１８年度で、すべての

復旧を完了したものでございます。 

以上が、平成１８年度の農林課所管分の決算内容でございます。 

よろしくご審議いただきますよう、お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） それでは休憩という言葉を受けておりますので、ここで休憩をいたします。 

５０分まで休憩します。それでは休憩します。 

（休憩 午後３時３５分） 

（再開 午後３時５０分） 

議  長（糸井満雄） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き、課長からの説明を求めます。 

太田商工観光課長。 

商工観光課長（太田 明） それでは引き続きまして、商工観光課所管にかかわります説明をさせていた

だきたいと思います。 

初めに、歳入からの説明でございますが、商工観光課につきましては、各施設の収入が主なも

のでございますので、特に今回新しく発生しました内容のみの報告をさせていただきたいと思い

ます。 

４７ページをお開き願いたいと思います。 
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諸収入の中に延滞金ということで、１目、延滞金を上げておりまして、その中に遅延利息延滞

金ということで、ちょっとわかりにくい書き方をしておりますが、３万１，０７２円を上げてお

ります。これにつきましては、京とうふ加悦の里株式会社に貸与しております土地がございます

けれども、一定契約の中で定めておりました納期期日以内に納付がなされなかったということで、

契約行為の中で延滞金を徴収することができるということでございますので、今回、その期限内

に納付ができませんでしたので、その部分の延滞金を取った金額が３万１，０７２円ということ

でございます。 

それから、次に４９ページをお開き願いたいと思います。 

４９ページにつきましては、３目の商工費貸付金元金収入でございますが、この中で上げてお

ります、これは初めての分でございますが、収入未済額３９万６，０００円という金額を今回上

げておりますが、これは起業者暮らしの資金が償還期限内に返還ができなかった分ということで、

３９万６，０００円を上げさせていただいております。ちなみに、７件分でございます。 

収入につきましては、内容的には余り好ましくない内容の報告となりましたが、この２件を報

告させていただきたいというふうに思います。 

続きまして、歳出を報告させていただきたいと思います。 

１７３ページをお開き願いたいと思います。 

５款の労働費でございますが、勤労者総合福祉センター管理運営事業でございます。ご承知の

とおり、現在では指定管理者施設として定めまして、引き続き財団法人コミュニティ野田川に管

理運営を委託しております。４月から８月までは委託料、９月から３月までは指定管理料として

支出をしておりますので、その金額を明記しております。また、本施設につきましては、１８年

度末に施設の冷暖房施設システムが故障しましたことに伴いまして、修繕を行うことといたしま

したけれども、工期的に年度内に履行できないということで、繰越明許を行っておるものでござ

います。 

２目の雇用対策費でございますけれども、雇用促進奨励事業につきましては、特に大きな金額

は支出をしておりませんが、１８年度では国の補助事業でございます地域雇用創造調査研究事業

に取り組みました。事業費４００万円でございましたけれども、この事業費につきましては、国

の労働局の交付金で賄うということでございますので、直接国から調査会社の方に支出を行って

いただいているものでございまして、この調査研究に伴いまして、でき上がりました報告書をも

とに、今後地域の雇用創出につきまして、事業展開等を検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

続きまして、２０３ページからでございますが、お開き願いたいと思います。 

商工総務費、１目、商工総務費でございますけれども、この中に消費生活推進事業がございま

す。額的には非常に少ないんでありますけれども、ちなみに全国的にトラブっております消費ト

ラブル事案が、与謝野町内にもたくさん発生しております。そういった中で、非常に複雑多岐に

わたります内容のものが発生しておりまして、現在、職員の資質向上と言いますか、対応のでき

る研修等に参加をさせていただいておりまして、処理を行っているものでございます。事業費的

には少ないんですが、非常に重要な取り組みを行っていることを、報告を申し上げておきたいと

いうふうに思います。 
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引き続きまして、２０５ページをお開き願いたいと思います。 

２目、商工業振興事業費でございますが、８事業を実施しております。商工会の助成事業につ

きましては３事業の助成でございますが、継続事業で特に目新しい事業はございません。 

商工業者金融支援事業につきましても一定の支援を行っておりますので、特に申し上げること

はございません。 

産業振興事業につきましては、商工業者の活性化を図っていくために人材育成、商業活性化、

創業、商品等の支援を行っておりますけれども、今回、新商品関係の取り組みにつきまして、

７業者から手を挙がりまして、積極的な取り組みを行っていただいているものでございます。 

次に、織物振興対策事業費でございますが、継続事業としまして、引き続き着物を着る機会づ

くりだとか、染め、織りの技術習得のための事業推進を図ってまいりました。 

現在、新たな動きとしまして、手機の環境が織物技能訓練センターに構築できておりますので、

手機のグループひまわりの実が設立されまして、自己の研修はもとより体験の受け入れにも積極

的に活動いただいております、体制が整っております。 

この場をお借りしまして報告をしておきたいと思いますし、また、施設内の連携の中で、絹の

ギャラリーもこの施設内で展開がされておりますことも、あわせて報告をしておきたいと思いま

すし、施設の活性化が図られますことを、私たちも望んでいるところでございます。 

次に、優良産品認定事業につきましては、新町、与謝野町になってからの初めての事業でござ

いまして、３町の地域の方々の産品を募集いたしまして、審査を行ったものでございます。 

不二家等の企業の関係で、食の安全の問題で食品にかかります認定につきましては、非常に時

間がかかったわけでございますが、業者の方々と商品表示の問題等々につきまして、京都府のア

ドバイスを受けながら取り組みをいたしまして、一定成果があったことを報告いたしまして、ち

なみに３４事業所、５７品目、うち商品が３２品目を認定いたしまして、年度末にはパンフレッ

ト１万部を作成し、現在ＰＲを行っているところでございます。 

次に、企業立地推進事業でございますが、企業立地は現在非常に難しい状況にあっておりまし

て、引き続き、京都府との連携による情報収集を行っております。与謝野町内の工業適地の調査

は、現在実施をしておるものでございます。 

続きまして、商店街街路灯の維持管理事業でございますが、過去に商店街が設置しました街路

灯の維持管理費の２分の１を支援を行っておりまして、現在、７団体に支援を行っているもので

ございます。 

次に、２０９ページをお開きください。 

３目、商工施設管理費でございますが、３施設の管理を行っております。 

先ほども触れました織物技能訓練センター、それから加悦染色センター、それから母と子ども

のセンターがございますけれども、織物技能訓練センターは、先ほど申しました取り組みが積極

的になされております。 

また、加悦染色センターにおきましては、染色技術員がおりますので、現在では染色教室の開

催や、特に体験学習の受け入れを積極的に行ってきてまいっておりますことを、報告申し上げた

いというふうに思います。 

続きまして、４目の観光費でございます。観光事業費、３事業を実施しております。 
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観光振興団体の助成、３観光団体への支援を行っております。現在は与謝野町観光協会という

ふうになりましたけれども、１８年度は３団体に支援を行ったものでございます。 

あわせまして、観光イベント開催事業につきましては、ひまわり１５万本事業、旧岩滝の温泉

まつりをオータムフェスティバルと命名いたしまして、２事業を実施をいたしました。 

観光宣伝事業につきましては、各種のキャンペーン、キャラバンの観光パンフ等の送付なり、

広告宣伝費が主なものでございます。 

次に、２１３ページをお開き願いたいと思います。 

５目、観光施設管理費でございますが、１１施設の管理運営を行っております。 

特徴的なものだけの説明をさせていただきたいと思います。 

２１５ページ、大内峠一字観公園、これにつきましては地元の方々、管理運営委員会や大内峠

の保勝会のご協力のもと運営を行っております。ちなみに収支バランスを申し上げますと、町の

持ち出しが、結果的に５６万円で一応おさまったということで、地域の方に改めてお礼を申し上

げたいというふうに考えております。 

次に、２１７ページ、旧加悦町役場でございますけれども、ご承知のとおりこの施設につきま

しては、昨年９月から花皆憧に賃貸をいたしておりますので、８月までの収支の計上を行ってい

るものでございます。なお、ちりめん街道の玄関口として、花皆憧につきましては積極的に取り

組みをいただいているところでございます。 

次に、道の駅でございますけれども、この施設も昨年９月から指定管理施設として、引き続き

第三セクタータンゴフロンティア株式会社に管理運営をゆだねております。 

この施設は、指定管理料は支払っていない施設でございまして、企業努力で運営を行っていま

す。これにつきましては、ご承知のとおり道の駅、並びに与謝野町の観光インフォメーションセ

ンターとして位置づけておりますので、その経費につきましては計上させていただいたものでご

ざいます。 

続きまして、２１９ページをお開きください。 

クアハウス岩滝でございますが、これは直営で運営を行っているものでございます。常に経営

の安定化を図るということで、いろんな取り組みをしてまいりました。 

ちなみに会員確保のためのＤＭ、それから企業訪問によります社員の福利厚生に伴います特約

契約の取り組みなど、職員と一丸となって取り組みましたけれども、バランスシートでは

２，１００万円の持ち出しという結果になりました。なお、この収支状況につきましては、決算

資料６８ページに添付しておりますので、お目通しをいただければというふうに思います。 

それから２２１ページから２２２ページの加悦双峰公園でございますが、従来からこの施設に

つきましては、夫婦住み込みで維持管理を行っていただくという形をとっております。１８年度

におきましても、その形でオープンをいたしましたけれども、８月にご主人の体調不良によりま

して、９月から休園という形をとらざるを得ない状況になりました。 

その間、新たな公園の維持管理につきまして内部で議論いたしまして、現在は２名体制で泊ま

りなしという形で取り組みをしているところでございますが、１８年度におきましては、特に施

設修繕という部分で経費を費やしておりまして、２２３万７，８３３円を要しております。これ

につきましては、１８年度オープンに向けて雪害による施設修繕と、それから１９年度からのオ
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ープンに向けてのシャワー棟の修繕等々、ここに修繕費をかなり投じたということでございます。 

続きまして、野田川森林公園でございますが、本施設も指定管理者施設として定めまして、財

団法人コミュニティ野田川に管理をゆだねております。 

本施設内にあります京都府ユースセンターにつきましては、指定管理施設としては定めており

ませんので、委託料という形になっておりますが、総額で１，１６２万２，０００円を支出をし

ているところでございます。 

以上、簡単でございますが、商工観光課所管の決算内容ということでございます。 

よろしくご審議賜りご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） それでは建設課所管の決算について、ご説明を申し上げます。 

建設課につきましては、一般会計で土木費、特別会計では宅地造成事業の特別会計と石田の土

地区画整理事業の特別会計とで、ご説明をさせていただきます。 

ただ、一般会計土木費につきましては、いわゆる社会資本整備ということにほとんどがなりま

すので、特に政策的に特徴的なことだけに限って、説明をさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

２２４、２２５ページをお開きください。 

８款、土木費につきましては、支出済額が１４億３，７００万円、翌年度へ繰越額１億

３，９００万円ということで、繰り越しにつきましては、ほとんどが道路新設改良費の部分で、

繰り越されるという部分があります。 

次に、２２９ページ、最上段になりますが、耐震診断補助事業ということで、１８年度につき

ましては３０軒のお家で、１軒当たり２万８，０００円の委託になるわけですが、個人負担

２，０００円ということで３０軒を耐震診断をさせていただいております。これにつきましては、

国の補助金が２分の１、それから京都府の補助金か４分の１入ってるということです。 

なお、決算と直接かかわりはないんですが、今月、９月１５日の土曜日に、ショッピングセン

ター「ウイル」の中で耐震診断フェアということで、この事業の啓発をやっていきたいというふ

うに考えております。 

それから２３１ページ、ちょうど中段になるわけですが、街路灯、防犯灯の整備管理事業とい

うことで１，３９４万４，０００円を上げさせていただいております。 

光熱水費１，１００万円につきましては、町内３地域で約３，５００基の街路灯、防犯灯のい

わゆる電気料金ということになっておりますし、工事請負費につきましては防犯灯の新設、昨年

は京都府の補助金２分の１をいただきながら、２６基を整備したということになっております。 

次に、２３３ページのちょうど中段あたりに除雪対策事業ということで、１，４５５万

２，０００円を上げさせていただいております。 

除雪作業の委託料は１，０４５万７，０００円ということになりますが、現実的には３１社で

ブルドーザー、タイヤドーザー６７台に待機していただいております。この待機いただくために

９０７万５，０００円の待機料が必要です。 

それから本年度につきましては、温かいということで、実質的には４日出動、作業委託につき

ましては約６３時間分、１１８万７，０００円が支出をされております。 
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それから備品購入費３５９万５，０００円につきましては、小型の除雪機械８台を購入いたし

まして、地域で使用していただいている。これにつきましても、京都府の補助金２分の１を受け

入れながらということになっております。 

それから２３５ページをお開きください。 

道路新設改良事業ということで、４億８，４００万円ということなんですが、工事請負費３億

５，０００万円につきましては単独工事が２４路線、大きな路線で言いますと岩滝地域の山手線

の法面の整備をした工事、あるいは野田川地域では青田橋線の道路改良工事等々２４路線の工事、

それから補助対象工事といたしましては、明石香河線と岩屋川線の道路改良工事、合わせまして

２８路線、３億５，０００万円を支出しております。 

それから２３７ページの最下段の方に、河川維持管理事業があるわけですが、河川維持管理委

託ということで委託料が８４９万８，０００円。 

このうち河川の草刈り業務委託料ということで、１８件の業務委託を６２８万２，０００円で

出しております。これについては６００万円程度は京都府からの委託料を受け入れながら、河川

の維持管理をやったということであります。 

それから都市計画、２４１ページ最上段、街路整備事業ということで３，５００万円を支出し

ておりますが、１３、委託料につきましては、平和通りの家屋調査２件、あるいは不動産鑑定

２件という形で委託料を支出しておりまして、それから負担金につきましては、岩滝海岸線の街

路事業ということで、海岸線につきましては、昨年は京都府、あるいは国につきましては、２億

７，７００万円の事業をやっておると。ほとんど見えておりませんが、いわゆる都市開発公社か

ら先行取得されとる用地を買い戻しておるという作業を、京都府が２億７，７００万円やってお

ります。それについて与謝野町の負担額が３，４４４万円ということで負担金を上げております。 

それから、次の２４３ページをお開きください。 

都市公園整備事業ということで、これも国の補助金を２分の１受け入れながら、工事請負費

９，８８０万２，０００円を支出しておりますが、阿蘇シーサイドパークの整備工事、これにつ

きましては駐車場の整備ができました。それからあずまや２カ所、あるいは水飲み場の設置、そ

れから照明灯を７基設置するような事業で９，８００万円を支出しております。 

それから、２４５ページの中段からは住宅費になるわけですが、与謝野町内２１団地、

３５１戸の管理事業をさせていただいておるということになっております。 

これが土木費の歳出でありまして、歳入につきましては、２５ページをお開きいただいて、土

木使用料、住宅の使用料についてだけ説明をさせていただきます。 

調定額は６，１７２万７，０００円、収入済額が５，４３１万１，０００円ということで、町

営住宅の現年度分につきまして９８％の収納率、４，８７４万７，０００円。それから住宅の使

用料の滞納繰越分が１０．０％、１２０万６，６８０円。それから町営住宅の駐車場の使用料と

いうことで、現年分につきましては９８．０％の４３０万４００円、それから滞納繰越分につき

ましては、５０％の５万７，０００円を受け入れさせていただいております。 

あともう１点、雑入になりますが、５３ページをお開きください。 

雑入の上から７、８段目に、野田川災害助成補助事業補償金５００万２，０００円が上げてあ

ります。 
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これにつきましては旧加悦で、野田川の災害復旧事業をしました。そのときに１．２キロの延

長でやったわけですが、この区間内に２カ所の遺跡がありました。この遺跡の復旧をするのに京

都府の施設ではないことから、京都府として買収することができないということがありましたの

で、与謝野町が代行で買収をした。用地買収費、３名、４筆について町が買収し、補償金として

京都府から５０２万円を受け入れたという経理をしております。これが一般会計の説明とさせて

いただきます。 

それから宅地造成事業特別会計は、３７５ページからになります。 

３８３ページをお開きください。歳入につきましては、６６１万８，８８７円が収入済となっ

ております。これにつきましては、日吉が丘団地の№１５という区画が１区画売り払いができま

した。これにつきましては、平米単価が２万７，５５０円で、２４０．２５平米ということにな

ります。 

それから３８５ページで、歳出につきましては、一定分譲団地の工事請負費につきましては、

三河内の大同で造成事業をやっておりますので、１期工事ということで７０万８，０００円の工

事請負等と、それから前年度に繰上充用金を１億５，４００万円ということで決算をしておりま

す。 

なお、ちょっと戻っていただきまして３８０ページにつきましては、歳入歳出の差引不足額が

出たということで、翌年度歳入繰上充用金１億４，８４５万９５８円で歳入不足を補てんしたと

いう決算をしております。 

次に、４８９ページからの石田土地区画整理事業特別会計の決算報告です。 

４９６ページ、４９７ページで歳入につきましては、一般会計から４，５１５円を繰り入れを

しております。 

それから４９８、４９９ページ、歳出では、需用費、消耗品費ということで、境界杭

４，５１５円で杭を消耗品で買わせていただいとる決算をさせていただいております。 

以上が、土木費にかかわります決算ということで、説明を終わらせていただきます。 

ご審議をいただいてご承認を賜りますように、よろしくお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） それでは私の方から、教育費の中でも教育総務課の部分にかかわります決算のご

説明をさせていただきます。 

この後、教育推進課の所管の部分につきましては、担当課長の方からご説明をさせていただき

ます。 

まず初めに歳入の部分でございますが、決算書の３０ページ、３１ページをお開きください。 

１３款の国庫支出金、その下の方になりますが、小学校費の補助金の関係でございます。 

まず１つ目には、小学校費でございますが、学校施設耐震診断補助金としまして１３９万

３，０００円でございますが、この補助金につきましては、岩滝小学校の耐震診断にかかります

国土交通省の補助金でございます。補助対象事業費の３分の１という補助率でございます。 

その下に掲載をしております、安全・安心な学校づくり交付金１，６２６万１，０００円でご

ざいますが、これは加悦小学校と岩滝小学校の耐震補強工事に対する文部科学省の交付金でござ

います。この交付金につきましては、補助対象事業費の２分の１の補助率でございます。 
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それから、その下の中学校費の補助金でございますが、一番下に書いております、学校施設耐

震診断補助金６２７万９，０００円でございます。これにつきましては、加悦中学校と橋立中学

校の耐震診断に対します国土交通省の補助金でございます。 

先ほど申し上げましたように、小学校と同様に補助率につきましては補助対象事業費の３分の

１でございますが、中でも橋立中学校につきましては、同じ国土交通省の補助金の制度ではござ

いますが、ちょっとその制度の中身が異なっておりますので、橋立中学校につきましては、補助

率が２分の１ということで、ご報告をさせていただいておきます。 

続きまして、３８ページ、３９ページをお開きください。 

３８ページから３９ページにつきましては、教育費の府の補助金でございます。 

備考の欄のところをご覧いただきますと、小学校費の補助金でございますが、岩屋小学校下水

道接続事業費補助金２５７万４，０００円、それからその下の小学校プール改修事業費補助金

４１８万５，０００円。この小学校のプールにつきましては与謝小学校ですとか、それから旧野

田川で申し上げますと岩屋小学校、あるいは市場小学校、石川小学校、三河内小学校、そういっ

たプールの補助金を改修しました事業費に対しまして、補助金を受け入れたものでございます。 

次に、４４ページ、４５ページをお開きください。 

４５ページの一番下でございますが、備考の欄をご覧いただきますと、公共施設建設整備基金

繰入金１，８７４万１，７５０円と、この金額を支出をしております。これにつきましては、男

山地区公民館の建設事業に、この繰入金を充当したという金額でございます。 

次に、５０ページ、５１ページをお開きください。 

これは雑入の部分でございますが、５１ページの下から２段目に、自治宝くじ助成金（公民館

整備分）６，３００万円ちょうど。この自治宝くじにつきましては、男山地区公民館の建設費に

宝くじを受け入れたものでございます。 

続きまして、今度は歳出でございますが、ページが飛びますが２７０ページ、２７１ページを

お開きください。 

中ほどに小学校施設整備事業というくくりを掲載をしておりますが、耐震診断調査委託料とし

まして、５４６万円を支出をしております。これは岩滝小学校の普通教室の耐震診断をしました

委託料でございます。これで町内の小学校、中学校の学校施設にかかります耐震診断は、平成

１８年度で終了したというものでございます。 

もう１つ下ですが、設計委託料としまして８７７万８，０００円を支出をしております。これ

は今年度、平成１９年度に耐震補強工事に着手をするために、実施設計を業者委託をしました。

それの設計の委託料でございます。 

それから１５節の工事請負費の中で、小学校施設耐震補強工事３，６６４万１，８５０円でご

ざいますが、これは加悦小学校の屋内運動場、いわゆる体育館と、岩滝小学校の普通教室棟の耐

震補強工事の支出をした額でございます。 

その下の小学校プール等の改修工事費の１，５１０万６，３５０円は、先ほど歳入のところで

補助金の受け入れをご説明をさせていただきましたが、そういった補助金を受けまして、そして

プールの改修工事を実施をしたというものでございます。 

それから２７８ページ、２７９ページをお開きください。 
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２７８、２７９ページでございますが、中ほどより下に中学校施設整備事業のくくりがござい

ます。ここで１３節の委託料でございますが、耐震診断調査委託料としまして１，２８１万円を

支出をしております。これは加悦中学校の校舎及び屋内運動場、いわゆる体育館の耐震診断調査

委託料を支出したものでございます。 

それから、その下の１５節の工事請負費につきましては、これは直接耐震補強工事には関係ご

ざいませんが、加悦中学校の消防設備を改修した工事費ですとか、それから江陽中学校につきま

しては管理棟の転落防止柵などを設置した工事費でございます。 

それから、その下の中学校組合負担金でございますが、１９節、負担金補助及び交付金でござ

います。与謝野町宮津市中学校組合負担金としまして６，７４２万５，０１４円、この金額につ

きましては、与謝野町が中学校組合に対しまして負担をする金額でございます。 

次に、２９６ページ、２９７ページをお開きください。 

２９７ページのちょうど中ほどより下に掲載をしておりますが、地区公民館整備事業費の中で、

１３節委託料の設計監理委託料、これは男山公民館にかかります設計監理業務等の委託料でござ

います。これが２９４万８，４００円でございます。 

それから、その下の１５節の工事請負費でございますが、８，１１９万３，３５０円でござい

ます。これも男山公民館にかかります解体工事費ですとか、それから造成をしました工事費、そ

して建物を新築しました工事費、それの合計が８，１１９万３，３５０円支出をしておるという

ことでございます。 

その下の１３節の備品費、その他備品というふうに書いておりますが４９５万５，４７５円、

この備品費につきましては、男山公民館の備品費として支出をしております。 

それから最後になりますが、ずっとページが飛びまして、３２６ページ、３２７ページをお開

きください。 

３２７ページの下の段に掲載をしておりますが、給食センターの施設設備事業としまして、給

食センターの中で１８年度の主だった工事ということで、１５節、工事請負費におきましては

１４９万１，０００円を支出をしております。この金額につきましては、センター内の防虫対策

工事ですとか、食品庫を改修した工事費でございます。 

それから１８節の備品購入費でございますが、１，７７３万２，４００円を支出をしておりま

すが、一番最後の下の段に書いておりますように、機械器具費としまして、いわゆる連続フライ

ヤーと言いまして、天ぷらと言いますかフライをするあの機械ですとか、それから真空冷却機、

ゆでたものを急速に冷やす機械ですとか、それからさいの目カッターと言いまして、材料を細か

く細断すると言いますか細かく切る、主にはそういった機械器具を購入し、そのために支出をし

た金額でございます。 

以上、教育総務課所管の特徴的な部分をご説明をさせていただきました。 

議  長（糸井満雄） 土田教育推進課長。 

教育推進課長（土田清司） それでは、続いて教育推進課所管分をご説明いたします。 

歳入からご説明いたします。３３ページをお開きください。 

一番上の段でございます。１３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、９目、教育費国庫補助金、

国宝重要文化財等保存整備費補助金でございます。これは岩滝の大風呂南一号墓出土品保存拾遺
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事業と、加悦の伝統的建造物群保存地区対策事業分でございます。どちらも補助率は、事業費の

２分の１でございます。この２つの事業は、府の補助金もいただいております。 

４０ページから４１ページをお開きください。上から２段目に、文化財保護費補助金として、

事業費の４分の１を受け入れております。 

続いて、歳出の主なものを申し上げます。 

２６４から２６５ページをお開きください。 

外国青年招致費で２名のＡＬＴ、英語指導助手を採用し、中学校の英語指導に当たっておりま

す。 

次のページのＣＩＲ、国際交流員事業では１名を採用し、国際交流事業や英会話教室、小学校

や幼稚園で国際理解教育を行っております。 

同ページの中段からは小学校費で、管理運営事業のうち８節の報償費は、医師等謝礼として学

校医、学校歯科医、薬剤師への報償分でございます。 

次に、２６９ページをお開きください。 

下段の１４節の使用料及び賃借料の借上料７５６万円でございます。これは市場小学校の校舎

レンタル料で、月額６３万円というふうになっております。１９年度９月で６０カ月のレンタル

期間が終了いたします。 

次に、２７１ページをお開きください。 

一番上の１８節、備品購入費の機械器具費は、総務課長からもありましたように、全小学校に

ＡＥＤを設置したものでございます。 

同じページの自校給食事業は、岩滝小学校の学校給食分でございます。 

２７３ページをお開きください。 

中段より下、小学校情報教育推進事業の１４節、使用料及び賃借料は、旧小学校、２８６台の

児童用パソコンのレンタルリース料でございます。 

次に、２７９ページをお開きください。 

中学校費で、１８節、備品購入費の機械器具費は、先ほどもありましたように、２中学校への

ＡＥＤ設置費でございます。 

次に、２８１ページをお開きください。 

中学校情報教育推進事業の１４節、使用料及び賃借料は、２中学校、８４台の生徒用パソコン

のレンタルリース料でございます。 

それから続いて社会教育費で、２８９ページをお開きください。 

上段の地域子供教育推進事業は、岩滝地域子供教室で５教室、延べ９３３名の参加数というふ

うになっております。 

続いてその下の段、子供自然体験事業は、町内小学生５０名と高校生ボランティア１０名の参

加で、サマーキャンプを実施した分でございます。 

続いて、２９１ページをお開きください。 

成人式開催事業は、わーくぱるで２５０名の出席者で実施をいたしました。 

次に、公民館費で２９９ページをお開きください。 

１３節、委託料は、地区公民館活動推進モデル事業として、加悦奥、金屋、温江の３地区公民
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館で、各２５万円の委託料でございます。 

次に、文化財保護費で、３０３ページをお開きください。 

文化資料補助事業の１９節、負補交、これは町指定文化財５件を補助をいたした分でございま

す。 

その下段の資料編さん委員会運営事業は、旧加悦町の町史編さん事業資料編、第１巻の作成費

にかかる経費でございます。 

次に、３０５ページをお開きください。 

伝統的建造物群保存対策事業の１３節、委託料では、加悦の伝建地区の建物台帳と図面を作成

したものでございます。 

１９節、負補交の補助金は、歳入でご説明しましたように伝建地区の保存修理５件で、

８３２万７，０００円の補助額というふうになっております。 

次に、３０６ページをお開きください。 

図書館費で１８節、備品購入費５４４万９，４４０円は、本、視聴覚教材を含めると

３，６８６冊を購入しました。１８年度末で蔵書数は８万３，２４６冊になります。 

次に、教育文化施設の管理費でございます。 

３１１ページをお開きください。 

古墳公園の１３節、委託料でございます。これについては指定管理者制度を採用しております。

椿文化資料館、旧尾藤家も同様でございます。 

次に、保健体育費で、３１７ページをお開きください。 

下段の社会体育団体育成事業として、ジュニアスポーツ団体連絡協議会と体育協会への補助を

行い、体育協会には３年計画でユニフォーム作成補助として、１３０万円の特別補助を行ってお

ります。 

次に、３１９ページをお開きください。 

中段のスポーツイベント開催事業として、大江山登山マラソンへの補助を行い、５１４名の参

加者で１０月８日に開催をされました。 

次に、３２１ページをお開きください。 

大江山運動公園管理運営事業の１５節、工事請負費では、雷対策として避雷針を設置し、野田

川グラウンド管理運営事業では、バックネットの新設工事を行いました。 

それから、３２５ページを開きください。 

城山公園テニスコート管理運営事業では、コート２面の補修工事を実施いたしました。 

以上が、教育推進課所管の決算説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） それでは、水道課所管分の簡易水道特別会計決算からご説明を申し上げます。 

歳入総額１１億４，５９４万２，１９０円、歳出総額１１億２，０９３万８７２円、歳入歳出

差引残額は２，５０１万１，３１８円となっております。 

歳入からご説明いたします。 

決算書の３６０ページ、３６１ページをお開きください。 
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１款の使用料及び手数料でありますが、第１節、現年度分の収入済額３億２，３７７万

５，２９０円、収納率は９９．６０％で、前年度対比１，０４９万３，１７１円の増となってお

ります。これにつきましては、合併によりまして使用料を改定したことと、収納率が３．３３％

アップしたことによります。 

２節の滞納繰越分の収入済額、４３６万２，５８３円、収納率は３１．４７％で、前年度対比

が２８２万４，３２１円の増となっておりまして、収納率は１６．２１％のアップによるもので

あります。 

続きまして、２款の国庫支出金でありますが、３簡易水道施設の簡易水道補助金と合併市町村

補助金を受け入れております。 

３款の府支出金ですが、府の補助金を５年分割で交付金として受け入れをしております。 

次のページ、５款の繰入金ですが、一般会計から５，６５６万円を繰り入れをしていただいて

おります。 

７款の諸収入、１節、雑入は、下水道関連排水管敷設替工事費の補償金、下水道検針委託金、

めくっていただきまして消費税の還付金、建物自動車共済金等で２，１３７万９，３７６円の収

入となっております。 

８款の町債につきましては、簡易水道事業債５億８，６２０万円を借り入れをしております。 

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

１款の総務費では、職員の人件費と事務諸費を執行をしております。 

次のページの３６８ページ、３６９ページで、２目の財政管理費、２５節、積立金につきまし

ては、減債基金に３５４万９，９９８円、財政調整基金に７０３万７，３６４円を、それぞれ積

み立てをしております。 

２款、維持管理費は、各浄水場の維持管理費を支出しております。 

３款の改良費につきましては、先ほど歳入で申し上げましたとおり、１５節の工事請負費では、

３簡易水道施設の改良工事費と、下水道関連排水管の敷設替工事を執行しております。 

１７節の公有財産購入費につきましては、土地開発公社の返済金に１，０００万円を執行した

ものであります。 

以上が、簡易水道特別会計の説明とさせていただきます。 

続きまして、与謝野町水道事業会計決算について、ご説明申し上げます。 

ページは、５９０ページをお開きください。 

収益的収入及び支出でありますが、収益的収入総額１億５，７８９万８，７９３万円に対しま

して、収益的支出総額１億６，７２５万２１８円となりまして、決算書の５９４ページの損益を

計算しますと、純損失は１，１１４万７，０１５円となります。この損失につきましては、決算

書の５９５ページの剰余金計算書に記載しておりますとおり、資本剰余金の工事負担金の繰り入

れによって欠損金の処理を行うものでございます。 

次に、資本的収入及び支出でありますが、決算書に戻っていただきまして、５９２ページをご

覧ください。 

資本的収入総額１，４４２万３，０００円に対しまして、資本的支出総額７，４６３万

５，９１５円で、不足する額が６，０２１万２，９１５円となります。不足額につきましては、
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決算書の６２２ページ、一番最後になりますが、補てん財源明細書のとおり損益勘定留保資金の

５，８４１万７，３２５円、及び消費税資本的収支調整額１７９万５，５９０万円で補てんをい

たしました。 

収入につきましては、企業債と下水道移設補償工事に伴います分担金を、下水道特別会計より

受け入れをしております。支出につきましては、工事費の精算金と企業債の償還金でございます。 

なお、決算参考資料７３ページから７６ページに、前年度比較表なり、収納状況を掲載してお

りますので、またご覧いただきたいと思います。 

以上、まことに簡単な説明でありますが、十分ご審議の上、お認めいただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） それでは最後でございますが、下水道課所管分について、ご説明を申し上げま

す。 

まず、決算書の１５９ページをお開きください。 

一般会計分でございますが、中ほどの浄化槽設置整備事業で、浄化槽設置整備事業補助金、こ

れは対象が１件分でございますが、７５万６，０００円を支出いたしております。 

なお、この分に対します国、府の補助金でございますが、それぞれ１４万７，０００円ずつ歳

入で受け入れをいたしております。 

続きまして、下水道特別会計について、ご説明を申し上げます。 

決算書の３９４、３９５ページをお開き願います。 

歳入からご説明申し上げます。 

１款、分担金及び負担金、１項、分担金、１目、分担金の現年度と滞納繰越分を合わせた調定

額は、７，９４３万７，４７０円で、収入済額は５，１９４万２，２９０円、未済額は

２，７４９万５，１８０円でございます。 

２項、負担金、１目、負担金の現年度と滞納繰越分を合わせた調定額は、２，３４９万

８，１１０円で、収入済額は１，６８６万１，３１０円、未収額は６６３万６，８００円でござ

います。 

分担金と負担金を合わせました翌年度に繰り越します滞納繰越分は、前年より４１９万

１，５８０円増の３，４１３万１，９８０円となるものでございます。 

次に、２款、使用料及び手数料、１項、使用料、１目、使用料の現年度と滞納繰越分を合わせ

た調定額は、１億８，１８０万２，９７６円で、収入済額は１億７，７６２万５，３８６円、未

収額は４１７万７，５９０円で、翌年度に繰り越します滞納繰越分は、前年度より１２７万

６，３９１円の減となっております。 

次に、３款、国庫補助金では、国庫補助金を前年と同額の２億６，０００万円受け入れをして

おります。 

次に、歳出をご説明を申し上げます。 

４０８、４０９ページをお開き願います。 

３款、事業費、１項、下水道費、１目、公共下水道建設事業費、１５節、工事請負費は全体で

６億６，０５３万１，９００円を執行いたしております。内訳では、決算参考資料でも上げてお
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りますが、管渠工事等の工事を３０本を執行いたしております。 

これらに伴いまして、平成１８年度末の面整備の状況でございますが、計画区域面積

９０４．７ヘクタール中、処理面積６３７．２ヘクタールで、面積普及率は７０．４％となるも

のでございます。また、人口普及率では、行政人口２万４，３２１人中、処理人口は１万

９，７６９人で、８１．３％となっております。水洗化率につきましては処理人口、先ほどの

１万９，７６９人中、水洗化人口は１万１，５９４人で、水洗化率は５８．６％となっておりま

す。 

次に、２２節、補償補てん及び賠償金１，４０１万６，６００円でございますが、これは下水

道関連排水管敷設替に伴う補償費でございます。 

続きまして、農業集落排水特別会計について、ご説明を申し上げます。 

４２２、４２３ページをお開き願います。 

４款、府支出金では、農業集落排水事業推進交付金を４１０万円受け入れをしております。 

次に、歳出でございますが、４２６、４２７ページをお開き願います。 

１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費、１３節、委託料でございますが、これ

は温江地区の農業集落排水事業採択に向けて必要となります、田園環境整備マスタープランの作

成業務委託料で、４８万３，０００円の支出をいたしております。 

２目、財政管理費は、歳入で申し上げました府の交付金を、利子分合わせまして減債基金に

４１１万３，１７７円積み立てを行っております。 

このほかは維持管理等でございますので、特に申し上げることはございません。 

以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

よろしくご審議賜り、ご承認いただきますようお願いを申し上げます。 

議  長（糸井満雄） 以上、各課長からの説明は終わりました。 

本案についても、本日は提案説明のみにとどめます。 

あらかじめ申し上げます。 

本日は議事の都合によりまして、５時以降も会議を続行いたしますので、お含みおき願いたい

と思います。 

次に、監査委員から決算監査の結果報告を求めます。 

足立代表監査委員。 

代表監査委員（足立正人） 議会選出の有吉監査委員さんとともに、８月２０日から８月３０日までの間、

平成１８年度の決算について審査をさせていただきました。けさほど机の上に当該意見について

書類で写しを配付していただいておりますので、お目通しをいただきたいと思います。 

若干補足をさせていただきます。 

皆さん方ご承知のように、合併後、非常に残念な刑事事件が発生をいたしました。今回決算審

査に当たりまして、若干突っ込んだ審査をさせていただきました。事業を数件ピックアップをい

たしまして、そして工事の発注から現場完成に至るまで一連の流れを、全部とはいきませんが見

せていただきました。そして町長が押印をされております予定価格なんかも、監査委員の権限で

中を拝見させていただくというようなこともさせていただきました。 

また、細かいことではございますけれども、公金の動きを見るというような審査もさせていた
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だきました。くみ取り手数料を収納してから金融機関に入るまでどのような流れになるのか、ど

こに保管されているのか、また、最終処分場の使用料の収入、クアハウスの使用料、給食の実費

徴収金、こういったものを見せていただきました。 

一応適正というように認めたわけでありますけれども、盗難に遭ったり、また不正が起きると

いうような可能性のあるものについては、方法を改めるように各担当課にお願いをさせていただ

いたところでございます。 

与謝野町が合併をいたしましてから、１年半が経過いたしました。平成１８年度の決算は、初

めて通年決算を打つというようなことになったわけであります。新町の制度や施策、それから事

業なんかにつきましては、合併協議で明らかにされたり、それからＰＲ誌、パンフレット、それ

からまた町政懇談会、こういったものを通して、相当町民の皆さん方にはＰＲに努めていただい

たわけでありますけれども、町民の側からしますと、１年を通して初めてそれに直面するという

ようなことから、こんな制度になったんかなというような反響なり、制度に対する声がかなり上

がったんではないだろうかというように推測をいたしております。 

地域振興課の皆さん方にお聞きしますと、分庁方式で自分の庁舎にない機能を地域振興課が担

うというような形になったわけでありますが、目立ったトラブルはなかったというような声を聞

かせていただいておりますが、果たして町民の側から見て、本当にそうだったのかどうかという

ような気になるところがございます。 

やはり１年を経過した今、新町になって町民の皆さん方が本当に合併してよかったと、そして

また制度もよかったと、事業もよいというように評価されているものかどうかというところにつ

いて、つぶさに調査をしていただきまして、この意見書に書いておりますように合併による融合、

それから一体性、こういったものが一日も早く構築されますように、心から祈念をいたすところ

でございます。 

それから最後におわびを申し上げたいと思うんですが、この本定例会の開会が若干早くなった

というようなことから、議運の方に、この意見書の提出を決算審議の始まる直前にまで延ばして

ほしいという気ままを申し上げた経過がございます。よくよく考えてみますとタイミングとして、

今この席で申し上げなければならなかったわけであります。議運の皆さん方に大変ご迷惑をおか

けました点につきましてはおわびをさせていただき、決算監査をさせていただきました意見の補

足説明とさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） 以上で、監査委員の監査報告を終わります。 

５時を延びると申しましたけれども、ちょうど５時に終わることになりました。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これにて散会いたします。 

次回は、９月１４日、午前９時３０分から開議いたしますので、ご参集ください。 

本日は、大変ご苦労さんでございました。 

（散会 午後 ４時５９分） 

 


